
いまに息づく呪符・形代の習俗

い
ま
に
息
づ
く
呪
符

・
形
代
の
習
俗

―
―
遺
物

・
記
録
が
語
る
ま
じ
な
い
習
俗
文
化
史
―
―

は

じ

め

に

現
代
社
会
に
お
い
て
、
〈
ま
じ
な
い
習
俗
〉
が
息
づ
い
て
い
る
こ
と
は
、
衆

知
の
事
実
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
い
ま
も
息
づ
く

〈
ま
じ

な
い
習
俗
〉
の
多
く
が
、
現
代
社
会
あ
る
い
は
近
代
社
会
に
お
い
て
生
ま
れ
、

近

。
現
代
の
人
び
と
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
は
る
か
遠
く
古
代

に
そ
の
源
泉
を
求
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
中
世
社
会
の
人
び
と

の
要
求
に
よ
っ
て
、
〈
ま
じ
な
い
習
俗
〉
が
醸
成
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る

こ
と
が
窺
え
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
代
社
会
に
息
づ
く

〈
ま
じ
な
い
習
俗
〉
は
、
民
俗
学
で
は

〈
迷

信
〉
の
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

一
つ
の
文
化
現
象
と
は
捉
え
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
り
、
考
古
学
で
は
文
献
史
学
の
介
在
に
よ
っ
て

〈
ま
じ
な
い
文

化
〉
と
し
て
把
握
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
の

〈
ま
じ
な
い
文
化
〉
を
各
時
代
の
一

つ
の
文
化
現
象
と
捉
え
る
途
で
、
こ
の
現
象
の
基
盤
に
は
人
び
と
の

〈
生
活
〉

奥

野

義

雄

に
根
差
し
た

〈
習
俗
〉
が
あ
り
、
こ
の

〈
習
俗
〉
の
範
疇
に

〈
ま
じ
な
い
〉
が

存
在
す
る
か
ぎ
り
、
〈
ま
じ
な
い
習
谷
文
化
史
〉
と
捉
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な

い
。そ

し
て
、
い
ま
に
息
づ
く

〈
ま
じ
な
い
習
谷
〉
の
多
く
は
、
古
代

。
中
世
の

遺
跡

・
遺
構
か
ら
検
出
さ
れ
た
呪
符

・
形
代
の
遺
物
や
古
代

。
中
世
の
貴
族

・

公
家

（武
家
）
の
遺
し
た
記
録
類
か
ら
抽
出
し
得
る
呪
術
的
内
容
の
習
俗
に
よ

っ
て
窺
え
る
。
そ
れ
と
と
も
に
こ
れ
ら
の
遺
物
や
記
録
が
、
私
た
ち
に
過
去
の

〈
ま
じ
な
い
習
俗
〉
を
文
化
現
象
と
し
て
語
り
か
け
て
く
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
い
ま
も
な
お
息
づ
き
続
け
て
い
る

〈
ま
じ
な
い
習
俗
〉
は
、
現
代
社

会
の
人
び
と
の
要
求
に
よ
っ
て
生
き
続
け
て
い
る
現
実
と
そ
の
要
求
内
容
が
何

で
あ
る
の
か
を
私
た
ち
に
示
唆
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
ま
ず
い
ま
に
息
づ
く

〈
ま
じ
な
い
習
俗
〉
の
諸
様
相
を
垣
間
見
な

が
ら
、
古
代

。
中
世
の
ま
じ
な
い
の
遺
物
や
記
録
に
と
ど
め
ら
れ
た
ま
じ
な
い

の
記
述
か
ら
こ
の

〈
習
俗
文
化
〉
を
辿

っ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
小
稿
で
は
、
い
ま
に
息
づ
き
、
人
び
と
の
祈
り
や
願
い
の
想



い
を
満
た
し
て
い
る

〈
ま
じ
な
い
習
俗
〉
を
述
べ
な
が
ら
、
こ
の
習
俗
の
機
能

（祈
願
内
容
）
を
提
示
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

そ
し
て
、
い
ま
に
息
づ
く
ま
じ
な
い
習
俗
、
と
り
わ
け
呪
符

・
形
代
の
諸
相

の
醸
成
時
期
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
後
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
考
察
し
得
れ

ば
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
考
察
ま
で
及
ば
な
い
場
合
は
ご
容
赦
い
た
だ
き
た

い
。

第

一
章
　
い
ま
に
息
づ
く
古
代

。
中
世
の

ま
じ
な
い
習
俗
―
―
呪
符
の
諸
相
ト
ー

古
代

。
中
世
に
お
い
て
醸
成
し
て
き
た

〈
ま
じ
な
い
習
俗
〉
の
内
、
さ
ま
ざ

ま
な
呪
符
に
み
る
祈
願
の
習
俗
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
触
れ
て
い
く
こ
と
に
す
る

が
、
と
り
わ
け

〈
い
ま
に
息
づ
く
〉
古
代

。
中
世
の
呪
符
の
祈
願
内
容
に
力
点

を
置
い
て
、
遺
跡

。
遺
構
出
土
遺
物
や
貴
族

・
公
家
の
日
記

。
記
録
か
ら
呪
符

の
諸
相
を
抽
出
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

①
　
疫
神
除
け
祈
願
呪
符
―
―
咄
啄
工
星
呪
管
―
‐

「咄
灰
工
星
」
呪
符
に
か
か
わ
る
習
俗
は
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
現
存
す
る

「咄
灰
工
星
」
呪
符
の
習
俗
事
例
は
、

三
重
県
鳥
羽
市
加
茂
の
正
月
三
日
に
お
こ
な
わ
れ
た

「お
た
い
さ
ん
」
と
い
う

行
事
齋
ヾ
同
県
鳥
羽
市
国
崎
の

「
ノ
ッ
ト
正
月
」
と
い
う
行
事
で
あ
術
．
い
ず

れ
も
正
月
行
事
で
あ
る
。
前
者
の
行
事
に
用
い
ら
れ
る
木
札
に

「咄
吠
哩
鬼
神

（中
央
こ

「七
難
即
滅

（表
面
右
側
）
、
七
福
即
生

（表
面
左
側
こ

「喩
々
如
律
令

（裏
面
中
央
ご

「難

全異
面
右
下
ご

「☆

全異
面
左
下
ご

と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
行
事
習
俗
の
詳
細
に
つ
い
て
は
同
地
域
の
人
た
ち
も
余
り
知
ら
な
い
と
い
う
。

後
者
の
行
事
に
用
い
ら
れ
る
木
札
に
は

「咄
吠
工
鬼
神

（表
面
ご

（あ
る
い
は

「咄
吠
眺
鬼
神
し

「韓

（裏
面
下
ご

「☆

（裏
面
下
ご

と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
行
事
は
正
月
十
七
日
に
お
こ
な
わ
れ
、
藁
舟
に

「歳
徳
神
」
を
海
に
送
る
漁

村
の
春
迎
え
の
行
事
習
俗
で
あ
る
。
藁
舟
に
は

「咄
灰
旺
鬼
神
」
の
木
札

（地

元
で
は
ツ
メ
と
呼
ぶ
）
が
各
家
ご
と
に
刺
さ
れ
、
火
を
つ
け
て
海
に
流
さ
れ
る

藁
舟
と
と
も
に
海
面
を
漂
う
。　
一
方
、
海
岸
に
も
供
え
物

（
ナ
マ
ス
Ｈ
酢
物
）

と
と
も
に

「咄
灰
曜
鬼
神
」
の
木
札
が
各
家
ご
と
に
つ
き
立
て
ら
れ
て
祀
ら
れ

る

（写
真
①
宏
照
）。　
こ
の
行
事
で
使
わ
な
か
っ
た
木
札
は
、
各
家
ご
と
に
持
；

帰
ら
れ
て
、
神
棚

（大
黒
天
な
ど
）
に
祀
ら
れ
る
と
い
う
。

こ
の

「咄
吠
配
鬼
神
」
の
木
札
、
つ
ま
り

「咄
灰
工
星
」
呪
符
は
い
ま
も
正

月
の
行
事
習
俗
に
息
づ
い
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
行
事
習
俗

は
、
春
迎
え
の
行
事
に
よ
く
見
る
よ
う
に
村
内
安
全

（無
病
息
災
）
を
願
う
た

め
に
疫
神
送
り
を
主
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
漁
村
の
安
全
と
大

漁
を
願
っ
た
所
謂

〈
疫
神
除
け
〉
祈
願
の
行
事
習
俗
で
あ
り
、
こ
れ
に
伴
な

っ

た
木
札
が

「咄
吠
旺
鬼
神
」

３
咄
灰
工
星
し

呪
符
で
あ
る
と
い
え
よ
う

（と

く
に
「
ノ
ッ
ト
正
月
」
行
事
の
場
合
）。
し
か
し
、
こ
の
行
事
が
い
つ
頃
か
ら
お
こ

な
わ
れ
、
木
札
＝
呪
符
が
用
い
ら
れ
た
の
か
と
い
う
行
事

。
呪
符
の
形
成

・
発



いまに息づく呪符・形代の習俗

展
な
ど
の
歴
史
的
側
面
は
皆
無
に
等
し
い
。

＊
　
現
存
す
る

「咄
咲
旺
鬼
神
」
呪
符
は
、
す
で
に
検
出
さ
れ
て
い
る

「天
足

〔
歳
徳
力
〕

□
□
」
（大
阪

。
国
府
遺
跡
出
土
。　
一
一
世
紀
。
『
木
簡
研
究
』
二
）
、
「□
□

〔
令
律
鬼
ヵ
〕

足
□
□
□
急
々
如
律
令
」

（岡
山

・
助
三
畑
遺
跡
出
上
。　
〓

一世
紀
末
ｉ

一

三
世
紀
。
『木
簡
研
究
』
五
）
、
「咄
吠
曜
固
口
口
Ｈ
日
□
」
（京
都

。
今
里
遺

跡
出
土
。　
三
二
世
紀
後
半
。
『
木
簡
研
究
』
七
）
、

「咄
灰
哩
閉
一急
口
日
□
」

（広
島

・
草
戸
千
軒
町
遺
跡
出
土
。
室
町
時
代
前
半
。
『木
簡
研
究
』
二
）
と

墨
書
さ
れ
た
所
謂

「咄
天
王
」
呪
符
に
繋
が
る
も
の
で
あ
術
．
そ
し
て
ヽ
「咄

天
工
」
呪
符
と
関
連
す
る

（あ
る
い
は
同
種
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、

百
怪
呪
符
と
想
定
さ
れ
て
い
る
「宣
天
工
直
符
佐
□
営
不
佐
□
急
ミ
如
律
今
」

と
墨
書
さ
れ
た
呪
符
で
あ
る
。
こ
の
呪
符
は
伊
場
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
奈
良

時
代
後
半
の
も
の
で
あ
る

（第
三
九
号
木
筒
）
。

こ
れ
ら
の
呪
符
の
文
言
を
、
百
怪
呪
符
と
想
定
さ
れ
て
き
た

「宣
天
工
」

呪
符
と
併
せ
て
古
代

。
中
世
の
遺
跡
出
上
の

「咄
天
工
」
呪
符
を
み
て
い
く

と
、

一
一
世
紀
の
段
階
で
は

「天
工
」
云
々
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
、　
一
二
世
紀
の
段
階
以
後
に
は

「咄
天
工
」

「咄
天
工
」
云
々
と
墨
書
き

れ
た
呪
符

へ
と
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け

一
三

世
紀
以
降
に
は

「咄
」
「灰
」
「旺
」
と
口
偏
の
も
の
が
主
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
出
上
し
た
呪
符
の
文
言
に
よ
る
か
ぎ
り
、　
一
一
世
紀
か
ら

一
二
世

紀
に
か
け
て
呪
符
そ
の
も
の
に
何
ら
か
の
変
化
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
出
土
し
た
古
代

。
中
世
の
呪
符
の
墨
書
銘
だ
け
で
な
く
、
す

で
に
周
知
さ
れ
て
い
る
元
興
寺

（極
楽
坊
）
本
堂
発
見
の
康
暦
三
全

〓
一八
こ

年
銘
の

「離
別
祭
文
」
の
末
尾
に
み
え
る

「咄
仄
旺
」
云
々
と
い
う
記
載
か

（４
）

ら
も
窺
え
る
。　
こ
の
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、

「咄
天
工
」
呪
符
の
機
能

と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
、
こ
の
呪
符
の
機
能
に
つ
い
て
、

①
疾
病
平
癒
、
②
物
忌

。
消
災
、
そ
し
て
③
悪
疫

（疫
鬼
）
除
け
な
ど
が
考

え
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
②
物
忌

。
消
災
に
つ
い
て
は
、
広
島

。
漆
町
遺

跡
出
上
の
呪
符

令
依
里
物
忌
固
物
忌
天
丑
急
々
如
律
令
生
ム
々
と
い
う
文
言
。

『木
簡
研
究
』
四
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
呪
符
自
体
の
墨
書
痕
か
ら
は

「天
工
急
々
」
と
は
判
読
し
が
た
い
。　
ゆ
え
に
、

「咄
天
工
」
呪
符
の
機
能

の
範
疇
に
入
れ
が
た
い
。
む
し
ろ
、
①
疾
病
平
癒
か
、
③
疫
病

（度
神
）
除

け
の
機
能
が

「咄
天
工
」
呪
符
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
く
に
、
伊
場
遺
跡
出
上
の
奈
良
時
代
後
半
の
コ
旦
天
工
」
（百
怪
）
呪
符
―

国
府
遺
跡
出
上
の
一
一
世
紀
後
半
の

「天
エ
ロ
ロ
」
呪
符
―
草
戸
千
軒
遺
跡

出
上
の
室
町
時
代
前
半
の

「咄
吠
哩
園
」
呪
符
の
線
上
に
、
三
重
県
国
崎
の

ノ
ッ
ト
正
月
の
行
事
に
用
い
ら
れ
る

「咄
吠
旺
鬼
神
」
呪
符
を
置
く
と
、
③

疫
病

（疫
神
）
除
け

（退
散
）
の
機
能
、
つ
ま
り
呪
符
の
祈
願
内
容
を
抽
出

し
得
る
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
る
と
、
古
代

・
中
世
の

「咄
天
工
」
呪
符
と

併
せ
て
国
崎
の
ノ
ッ
ト
正
月
の
行
事
に

「歳
徳
神
」
に
捧
げ
ら
れ
る

「咄
吠

旺
鬼
神
」
呪
符
に
み
る
疫
神

・
疫
鬼
を

（歳
徳
神
と
共
に
）
海
に
流
す
祈
願

内
容
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
③
疫
病

（疫
神
）
除
け
が
妥
当
な
理
解
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。



①
　
疫
神
除
け
祈
願
呪
符
―

蘇
民
将
来
呪
符
―
‐

現
存
す
る

「蘇
民
将
来
子
孫
之
家
也
」
（ま
た
は

「蘇
民
将
来
子
孫
也
し

の

呪
符
は
、
さ
き
に
見
た
三
重
県

。
国
崎
の
行
事
に
用
い
ら
れ
た

「咄
灰
旺
鬼
神
」

呪
符
と
と
も
に

「蘇
民
将
来
子
孫
繁
栄
」
の
文
言
の
あ
る
木
札

（
ツ
メ
）
も
祭

具
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
県
内
の
伊
勢

・
志
摩
方
面
で
は
、
正

月
の
シ
メ
飾
り
に

「蘇
民
将
来
子
孫
家
」
の
文
言
の
木
札
が
付
け
ら
れ
て
、　
一

年
間
戸
口

（上
部
）
に
取
り
付
け
て
お
く
習
俗
が
あ
る

（た
だ
、
死
者
が
あ
り
、

葬
儀
を
お
こ
な
っ
た
家
で
は
、
こ
の
「蘇
民
将
来
」
の
シ
メ
飾
り
は
取
り
除
く
）
。

シ
メ
飾
り
に
付
け
た

「蘇
民
将
来
」
の
木
札
は
、
魔
除
け
と
か
、
家
内
安
全

・

無
病
息
災
祈
願
と
し
て
戸
口
に
吊
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ツ
メ
飾
り

に
は
な
い
祈
願
内
容
を
托
し
た
呪
符
と
い
え
る
。

「蘇
民
将
来
」
呪
符
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う

（写
真
②
赤
照
）。

三
重
県
以
外
で
も
、
「蘇
民
将
来
」
呪
符
は
全
国
各
地
で
呪
符

（あ
る
い
は
祈

濤
札
）
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

（あ
る
い
は
用
い
ら
れ
て
い
た
）
こ
と
が
習

俗
伝
承
に
よ
っ
て
窺
え
る
。
そ
の
二

。
三
の
事
例
を
掲
げ
る
が
、
そ
の
大
半
が

魔
除
け

・
病
気
除
け
の
祈
願
内
容
で
あ
る
。

奈
良
県
内
で

「蘇
民
将
来
」
呪
符
の
習
俗
伝
承
を
も
つ
地
域
は
少
な
く
、
山

添
村
に
ニ
ケ
所
、
「蘇
民
将
来
」
呪
符
の
習
俗
が
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
こ
と

を
知
る
。　
一
月
八
日
の
オ
コ
ナ
イ

（修
正
会
）
に

「病
気
除
け
」
と
し
て
分
与

さ
れ
る

「
シ
メ
シ
ョ
ウ
ラ
イ

（蘇
民
将
来
ど

の
棒
状
の
も
の
は
子
供
の
背
に
付

け
て
お
く
と
い
う

（勝
原
）
。　
ま
た
、　
ハ
ゼ
の
木
の
先
端
部
分
を
四
角
に
削

っ

て
、

そ
の
削

っ
た
面
に
そ
れ
ぞ
れ

「そ
お
」
「み
の
」
「し
そ
ん
」

「な
り
」
と

墨
書
さ
れ
た
も
の

（「蘇
民

〔将
来
〕
之
子
孫
也
し

を
魔
除
け
と
し
て
入
口
に

挿
し
て
お
く
と
い
う
習
俗
伝
承
が
あ

っ
た

（大
塩
）
。　
こ
れ
ら
の
習
俗
伝
承
か

ら
所
謂

「蘇
民
将
来
」
呪
符
は
、
魔
除
け
や
病
気
除
け
の
祈
願
内
容
を
も
つ
の

で
あ
り
、
〈
疫
神
除
け
〉
を
基
本
型
と
し
て
、
疫
病
や
魔
除
け
な
ど
の
関
連
性

の
あ
る
内
容
を
派
生
さ
せ
た
と
想
定
し
得
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
一

一
方
、
六
月
の
茅
輪
く
ぐ
り
と
関
連
さ
せ
て

「蘇
民
将
来
子
孫
之
家
也
」
と

墨
書
さ
れ
た
紙
札
状
の
も
の
が
、
神
戸
市
の
祗
園
神
社
で
分
与
さ
れ
て
い
る
。

同
神
社
で
は
、
長
野
県
の
信
濃
国
分
寺
で
授
与
さ
れ
て
い
る
六
角
錐
形
の

「蘇

民
将
来
」
符
と
同
形
式
の
も
の
が
分
与
さ
れ
て
い
術
．
こ
の
六
角
錐
形
の

「蘇

民
将
来
」
符
は
、
長
野
県
下
、
と
り
わ
け
松
本
市
域
で
は
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
六
角
錐
形
の

「蘇
民
将
来
」
符
は
戸
口
に
吊
ら
れ
て
魔
除
け
、
家

守
り
な
ど
、　
一
種
の
呪
符
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

い
く
つ
か
の
事
例
を
掲
げ
た
地
域
以
外
で
は
、
木
札

（木
簡
）
状
の

「蘇
民

将
来
」
呪
符
が
大
半
で
あ
り
、
寺
院
や
神
社
で
分
与
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

長
野
県
佐
久
市
の
妙
楽
寺
で
授
与
さ
れ
る
巾
の
狭
い

「蘇
民
将
来
」
呪
符
、
名

古
屋
市
洲
崎
神
社
で
授
与
さ
れ
る
少
し
巾
広
の

「蘇
民
将
来
」
呪
符
な
ど
が
あ

（６
）
る
。
こ
れ
ら
以
外
の
地
域
、
す
な
わ
ち
青
森
県
、
秋
田
県
、
宮
城
県
、
千
葉
県
、

埼
玉
県
、
そ
し
て
京
都
府
（と
く
に
祗
園
祭
で
分
与
さ
れ
る
チ
マ
キ
に
つ
い
た

「蘇
民

将
来
」
呪
符
）
な
ど
で
も

「蘇
民
将
来
」
呪
符
の
授
与
が
み
ら
れ
る
。



いまに息づく呪符・形代の習俗

全
国
各
地
で
み
ら
れ
る

「蘇
民
将
来
」
呪
符
が
、
す
で
に
触
れ
た

〈魔
除
け
〉

〈
病
気
除
け
〉
の
祈
願
内
容
と
を
も
に

〈
除
災
招
福
〉
（神
一Ｅ
、
〈無
病
息
災
〉

（上
田
）、
〈府
虫
除
け
〉
（仙
台
）
な
ど
の
祈
願
内
容
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
祈
願
内

容
は
、
さ
き
に
触
れ
た
と
お
り
基
本
型
の

〈
疫
神
除
け
〉
か
ら
派
生
し
た
機
能

（祈
願
）
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
さ
れ
て
い
る

『
風
上
記
』
備
後
国
逸
文
に
み
え

る

「蘇
民
指
来
」
の
物
語
に
端
を
発
し
た

〈
疫
神
除
け
〉
の

「蘇
民
繕
来
」
の

（７
）

呪
術
性
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
奈
良
時
代
以
前
か
ら
の

「蘇
民
将

来
」
の
呪
術
性
が
呪
符
と
し
て
具
現
化
さ
れ
る
時
期
は
後
世
に
至
る
と
さ
れ
て

久
し
い
。

＊
　

「蘇
民
将
来
」
呪
符
の
機
能
的
側
面
を
歴
史
的
側
面
を
中
世
遺
跡
出
上
の

「蘇
民
将
来
」
呪
符
の
遺
物
と
さ
き
の

『
風
上
記
』
の
記
録
お
よ
び
近
世
の

（８
）

記
録
か
ら
考
察
し
た
論
考
は
数
少
な
い
。

「蘇
民
将
来
」
呪
符
が
着
目
さ
れ
た
契
機
は
、
新
潟

・
馬
場
屋
敷
下
層
遺

跡
出
上
の
数
点
の

「蘇
民
将
来
」
呪
符
で
あ

っ
た

（『木
簡
研
究
』
七
）
。
す

な
わ
ち
、
「蘇
民
籍
来
子
孫
也
」
「蘇
民
将
来
日
日
回
」
と
墨
書
さ
れ
た

一
三

世
紀
ぞ

一
四
世
紀
の
呪
符
で
あ
る
。
同
時
期
の

「蘇
民
解
来
」
呪
符
と
し
て

大
阪

。
西
ノ
辻
遺
跡
出
上
の
も
の

（『木
簡
研
究
』
七
、
八
）
、
大
阪

。
植
附

遺
跡
出
上
の
も
の

（『
木
簡
研
究
』

一
五
。
「蘇
民
籍
来
之
子
孫
住
宅
所
也
」

と
あ
る
）
な
ど
が
あ
る
。
少
し
時
期
が
下

っ
て
、
静
岡

・
道
場
田
遺
跡
出

上
の

「蘇
民
将
来
子
孫
也
」
と
墨
書
さ
れ
た
呪
符
は

一
六
世
紀
初
頭
で
あ
る

含
木
簡
研
究
』
五
）
。

一
方
、

「蘇
民
籍
来
」
呪
符
に
関
す
る
記
録
と
し
て
、

さ
き
に
触
れ
た
信

濃
国
分
寺
蔵
の
文
明

一
二

（
一
四
八
〇
）
年
銘
を
ヽ
つ

「牛
頭
天
王
祭
文
」
に

み
る

「柳
ノ
木
を
作
テ
蘇
民
将
来
之
子
孫
也
卜
書
テ
、
男

ハ
左
、
女

ハ
右

ニ

（９
）

懸
可
〓
ム
々
と
い
う
文
言
が
、
『
風
上
記
』
以
後
で
古
い
記
録
で
あ
ろ
う
。
そ

の
後
は
江
戸
時
代
に
各
藩
領
内
の
風
習
調
査
を
命
じ
て
作
成
さ
せ
た

『
風
俗

問
状
答
』
に

「蘇
民
籍
来
」
呪
符
を
用
い
た
藩
領
の
存
在
が
窺
え
る
。
た
と

え
ば
、
『
淡
路
國
風
俗
間
状
答
』
の

「元
旦
、
門
松
乃
事
」
の
項
に

「蘇
民

籍
茶
の
札
在
方
に
は
用
る
所
も
あ
り
」
と
、
ま
た
『若
狭
小
濱
風
谷
間
状
答
』

の

「元
旦
門
松
の
事
」
の
頂
に

「蘇
民
簿
茶
の
札
紙
に
書
張
候
家
も
あ
れ
ど

も
、　
一
統
に
は
無
御
座
候
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
繍
．
し
か

し
、　
こ
れ
ら
の

『
風
俗
問
状
答
』
か
ら
は
、

「蘇
民
籍
茶
」
呪
符
の
機
能
を

明
示
し
得
な
い
。　
そ
こ
に
は
い

「蘇
民
脂
茶
」
呪
符
と
と
も
に
武
答
神
＝
牛

頭
天
王

（疫
神
）
は
こ
の
呪
符
お
よ
び
茅
輪
を
も
つ
者
や
家
に
疫
病
を
及
ぼ

さ
な
い
と
い
う
習
俗
伝
承
が
古
代
以
来
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

言
い
換
え
る
と
、
『
風
土
記
』
備
後
国
逸
文
の

「蘇
民
籍
茶
」
の
物
語
以
後
（

室
町
時
代
成
立
の

『
神
道
集
』
（神
道
大
系
本
）
の

「祗
園
大
明
神
」

の
頂
に

み
え
る

「当
世
盛
リ
ニ
疫
病
神
為
事
有
力
故

二
、
牛
頭
天
王
等
フ
ハ
深
ク
人

信
仰
ス
ル
処
也
」

「四
角
ノ
札

二
削
ツ
ｋ
首
フ
ハ
五
刑
ノ
体

二
削
成
ン
テ
、

蘇
民
将
来
ノ
子
孫
卜
云
文
字
フ
書
キ
付
ケ
、
（中
略
）
、
其
フ

（験

二
）
滅
亡

ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
い
う
文
言
が
示
す
よ
う
に
、

中
世
社
会
で
も
牛
頭
天
王



（武
答
天
神
、
天
形
星
）
―
疫
神
―
疫
病
―
蘇
民
籍
来
＝
疫
病
除
け
の
図
式

が
信
仰
習
谷
と
し
て
息
づ
き
、
近
世
に
至
っ
て
も
伝
承
さ
れ
た
結
果
、
単
に

「正
月
元
旦
」
の
項
に
呪
符
が
用
い
ら
れ
た
か
、
否
か
の
み
の
問
状
答
と
し

て
記
載
さ
れ
た
と
想
定
し
得
る
。

で
は
、
こ
の
習
俗
伝
承
が
古
代
以
来
存
在
す
る
な
ら
ば
、
何
故
に
古
代
に

呪
符
と
し
て

「蘇
民
籍
来
」
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
か
ら
疑

問
視
し
得
る
呪
符
の
存
否
は
、
壬
生
寺
境
内
遺
跡

（平
安
京
左
京
五
条

一
坊

二
町
、
朱
雀
大
路
東
側
溝
遺
構
）
出
上
の

「蘇
民
将
来
」
呪
符
に
よ
っ
て
明

確
に
な
っ
た

（『
木
筒
研
究
』

一
三
）
。
同
遺
跡
出
上
の
呪
符
は
伴
出
遺
物
か

ら
九
世
紀
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
術
．

奈
良
時
代
以
前
の

「蘇
民
将
来
」
の
信
仰
習
俗
が
、
平
安
時
代
前
期
に
は
、

す
で
に

「蘇
民
籍
来
」
呪
符
を
醸
成
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
『
風
上
記
』
備
後

国
逸
文
に
み
る
巨
旦
将
来
と
蘇
民
将
来
に
関
す
る
論
考
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、

呪
符

「蘇
民
将
来
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
別
稿
で
こ
の
視

点
を
も

っ
て
同
逸
文
の
記
載
の
検
討
し
た
結
果
を
、
こ
こ
で
再
び
提
示
す
る

（‐２
）

こ
と

に
し

よ

う
。

す
な
わ
ち
、
『
風
上
記
』
備
後
国
逸
文
の
「蘇
民
籍
来
」
の
項
を
掲
げ
て
み

る
と
、
武
塔
の
神
＝
速
須
佐
雄
の
神

（疫
神
）
が
蘇
民
籍
来
に
述
べ
る
く
だ

ｈツ
，，に
、

後
の
世
に
疫
氣
あ
ら
ば
、
汝
、
蘇
民
将
来
の
子
孫
と
云
ひ
て
、
茅
の
輸
を

以
ち
て
腰
に
着
け
た
る
人
は
免
れ
な
ん

と
い
う
記
載
が
あ
り
、
後
世
に
疫
気
＝
疫
病
が
流
行
し
た
時
に
は
、

「蘇
民

籍
来
の
子
孫
」
と
い
っ
て
、
「茅
の
輪
」
を
腰
に
着
け
た
者
の
み
が
疫
病
か
ら

免
れ
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
く
に

「蘇
民
籍
来
の
子
孫

と
云
ひ
て
」
と
い
う
文
言
に
は
、
「蘇
民
籍
来
の
子
孫
」
と
唱
え
る
と
い
う
意

味
合
い
が
内
在
し
て
い
る
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
「蘇
民
将
来
の
子
孫
（也
と

は

〈
呪
文
〉
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え

る
と
疫
神
に
よ
る
疫
病
流
行
に
際
し
て
、
〈
呪
文
〉
の

「蘇
民
籍
来
の
子
孫

（也
と

が
疫
病
除
け
と
な
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、

茅
の
輸
は
呪
物
と
し
て
疫
病
除
け
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
暗

示
は
、
『
風
土
記
』
編
纂
以
前
か
ら

「蘇
民
籍
来
」
の
用
語
が

〈
呪
文
〉
と
し

て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
と
と
も
に
、
〈
呪
文
〉
の

「蘇
民
指

来
」
の
用
語
が
奈
良
時
代
以
降
に

〈
呪
符
〉
の

「蘇
民
籍
来
」
符

へ
変
化
し

た
と
み
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か

ら
蘇
民
繕
来
」
呪
符
と
は
逆
の
道
程
を
た

ど
る
の
が
、

「急
々
如
律
令
」
と
い
う
用
語
で
あ
る
。　
呪
符
の
一
用
語
か
ら

独
立
し
た
用
語
と
し
て

〈
呪
文
化
〉
し
て
い
く
）
。

こ
の
よ
う
に

「蘇
民
籍
来
」
呪
符
の
成
立
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
平
安
時

代
前
期
に
す
で
に

〈
呪
符
化
〉
し
た

「蘇
民
籍
来
」
符
が
現
わ
れ
て
も
不
可

思
議
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
し
て
、
後
世
に
至
っ
て

〈無
病
息
災
〉

〈魔
除
け
〉
〈除
災
招
福
〉
〈清

虫
除
け
〉
と
い
う
機
能
が
付
加
さ
れ
た
と
し
て
も
、
疫
病
除
け
＝
疫
神
除
け

の
範
疇
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。



①
　
疾
病
平
癒
祈
願
呪
符
―
十
人
形
代
状
呪
符
―
‐

疾
病
を
癒
す
た
め
の
呪
符
習
俗
は
、
現
段
階
で
は
実
見
し
た
こ
と
が
な
い
。

現
在
発
刊
さ
れ
て
い
る

『
神
道
真
言
妙
術
秘
法
大
全
』
や

『極
楽
秘
偉
ま
じ
な
い

秘
法
大
全
集
』
な
ど
の
疾
病
に
関
連
す
る
秘
呪

・
妙
呪
に
み
る
呪
符
は
数
多
く

あ
る
が
、
習
俗
伝
承
の
調
査
に
際
し
て
見
聞
し
た
こ
と
が
な
い
。
む
し
ろ
、
諸

病
回
復

・
平
癒
の
祈
願
小
絵
馬
の
習
俗
伝
承
を
見
聞
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

祈
願
小
絵
馬
を
媒
体
に

〈
神
〉
に
頼
る
疾
病
平
癒
の
習
俗
伝
承
に
は
、
多
種

多
様
な
も
の
が
あ
る
。

眼
病
を
は
じ
め
、
耳
病
、
皮
膚
病

（含
腫
物
）
、
手

・

足

・
腰
痛
病
な
ど
の
平
癒
を
祈
願
す
べ
き
小
絵
馬
奉
納
は
、
村
寺
や
村
社
の
み

な
ら
ず
、
著
名
な
寺
院
や
神
社
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
京
都

・
今

熊
野
の
剣
神
社

へ
は
皮
膚
病
に
悩
む
患
者
が
祈
願
小
絵
馬

（飛
魚
図
）
を
奉
納

す
る
。
ま
た
、
大
阪

・
四
天
王
寺
境
内
の
石
神
堂

へ
は
皮
膚
病

（主
に
ク
サ
）

に
悩
む
人
が
祈
願
小
絵
馬

（牛
図
）
を
奉
納
す
る
。
さ
ら
に
、
栃
木

・
足
利
の

薬
師
堂

へ
は
眼
病
＝
病
む
目
に
苦
し
む
人
が
祈
願
小
絵
馬

（四
つ
日
、
八
つ
日
、

十
六
日
図
な
ど
）
を
納
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
諸
疾
病
平
癒
祈
願
に
多

く
の
絵
馬
が
奉
納
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
比
定
し
得
る
ほ
ゼ
疾
病
平

癒
の
た
め
の
呪
符
の
習
俗
伝
承
は
窺
え
な
い
。　
現
実
で
は
、
『
ま
じ
な
い
秘
法

大
全
集
』
な
ど
の
秘
呪
の
書
籍
が
刊
行
さ
れ
、
実
際
疾
病
平
癒
祈
願
に
用
い
ら

れ
て
い
る
と
想
定
し
得
る
が
、
そ
の
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
同

『
大
全
集
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
眼
病

（は
や
り
眼
）
平
癒
祈

願
に
小
形
の
藁
形
を
用
い
、
息
部
を
撫
で
た
自
紙
で
人
形
の
顔
を
包
み
河
川
に

流
す
と
い
う
治
呪
を
習
俗
伝
承
か
ら
は
捜
し
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

諸
疾
病
平
癒
祈
願
の
小
絵
馬
が
呪
術
的
な
要
素
を
持

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
小
絵
馬
自
体
が
呪
符
で
あ
る
と
は
現
時
点
で
は
容
認
し

き
れ
な
い
。
こ
の
点
は
、
呪
符
と
小
絵
馬
の
接
点
が
不
明
瞭
で
あ
る
こ
と
と
そ

の
時
期
に
つ
い
て
も
明
確
で
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
疾
病
平
癒
祈
願
の
習
俗
に
は
、
呪
符
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
よ
り
も
、
呪
術
的
要
素
を
も

っ
た

〈
行
為
〉
伝
承
が
少
な
く
な

い
。
た
と
え
ば
、
眼
病

（病
む
目
）
の
人
は
八
つ
ロ
ウ
ナ
ギ
を
食
べ
る
と
治
る

と
か
、
眼
屍
を
治
す
た
め
に
は
ツ
ゲ
の
櫛
を
こ
す

っ
て
患
部
に
あ
て
る
と
癒
る

と
い
う
よ
う
に

〈
行
為
〉
が
疾
病
平
癒
に
結
び
つ
く
と
信
じ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
疾
病
平
癒
の
呪
符
と
、
直
接

。
間
接
を
問
わ
ず
繋
る
習
俗
伝
承

は
小
絵
馬
以
外
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
古
代

。
中
世

の
疾
病
平
癒
祈
願
の
呪
符
と
の
か
か
わ
り
で
検
討
す
べ
き
要
件
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。

＊
　
疾
病
平
癒
祈
願
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
人
形
代
状
呪
符

（従
来
か
ら
疾
病

平
癒
に
使
わ
れ
た
人
形
代
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

〈
呪
符
〉
の

範
疇
に
入
れ
る
）
は
、
平
城
京
跡
で
出
上
し
て
い
る
。
眼
病
に
悩
む
貴
族
と

重
病

（病
名
不
詳
）
に
苦
し
む
貴
族
が
そ
の
疾
病
平
癒
に
用
い
た
人
形
代
の
形

状
を
し
た
呪
符
で
あ
る
。
現
段
階
で
は
、
二
例
の
疾
病
平
癒
祈
願
の
呪
符
の

検
出
だ
け
で
あ
る
が
、
疾
病
に
対
し
て
古
代
国
家
が
な
す
べ
き
術
は
、
呪
符
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を
用
い
て
平
癒
祈
願
を
お
こ
な
う
以
外
に
、
施
薬

・
奉
幣
疫
神
祭
、
大
般
若

経
転
読
、
大
祓
な
ど
に
よ
っ
た
こ
と
が
正
史
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
『
日
本
後
紀
』
巻
三
二
の
弘
仁
三
（八
〓
ご
年
秋
七
月
朔
日
の
条
に

「頃

者
疫
早
並
行
。
生
民
未
レ
安
。
（中
略
）
。
宜
レ走
二幣
於
天
下
名
神
こ

と
あ
り
、

ま
た

『
績
日
本
後
紀
』
巻
五
の
承
和
三

（全
三
〇

年
七
月
十
六
日
の
条
に

「如
レ
聞
。
諸
國
疫
腐
間
妻
。
夭
死
者
衆
、
（中
略
）
。　
宣
レ令
下
五
畿
内
七
道

諸
國
司
嬉
「讃
般
若
一走
中
幣
名
神
と

と
あ
り
、
神
仏
の
加
護
を
求
め
た
こ
と

が
窺
え
る
。
し
か
し
、
疾
病
平
癒
祈
願
の
詳
細
な
内
容
に
つ
い
て
は
記
載
き

れ
て
い
な
い
。
国
家
的
な
祈
願
と
と
も
に
貴
族
各
自
に
み
る
疾
病
に
お
い
て

も
平
癒
祈
願
の
詳
し
い
内
容
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
少
し
時
期
が
下
る
が
、
『
小
右
記
』
の
長
和
四

（
一
〇
一
五
）
年
七

月
廿

一
日
の
条
の

「昨
日
御
修
法
結
願
、
御
目
更
無
増
減
」
と
、
ま
た
同
記

の
寛
治
七

（
一
〇
九
一こ

年
十
二
月
十
二
日
の
条
に

「今
日
臨
時
十
二
社
奉
幣

也
、
（中
略
）
、
近
日
世
間
疱
着
、
舟
消
彼
難
有
此
奉
幣
也
」
と
い
う
文
言
が

そ
れ
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
は
疾
病
平
癒
祈
願
に
呪
符
が
用
い
ら
れ
た
事
実
を
窺

え
な
い
が
、
現
実
に
人
形
代
状
呪
符
が
疾
病
平
癒
祈
願
に
用
い
ら
れ
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
同
様
な
事
象
は
、
ず

っ
と
時
期
が
下

っ
て
室
町
時
代
前
半

の
眼
病
Ｈ
病
む
目
平
癒
祈
願
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
呪
符
が
神
奈
川

県
。若
官
大
路
凋
辺
遺
跡
群
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
呪
符
の
表
面
中
央

（現
存
）
部
分
に
は
、
縦
列
に
目
が
四
つ
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
呪
符

に
描
か
れ
た
四
つ
目
と
右
側
欠
損
部
分
の
綻
列
四
つ
の
目
を
再
現
す
る
と
八

つ
目
＝
病
む
日
と
な
り
、
す
で
に
述
べ
た
眼
病
平
癒
祈
願
の
小
絵
馬
と
図
柄

が
共
通
す
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
眼
病
に
限

っ
て
想
定
す

る
な
ら
、
奈
良
時
代
以
降
、
室
町
時
代
に
至
っ
て
も
眼
病
平
癒
祈
願
に
呪
符

が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
呪
符
自
体
の
呪
旬

・

呪
文
に
変
化
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
眼
病
に
か
か
わ
る

〈
呪
符
〉
が
、
こ
の

時
期
に

〈
小
絵
馬
〉
と
の
接
点
を
も
つ
契
機
を
つ
く

っ
て
い
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。

ま
た
、
現
実
に
習
俗
の
存
否
を
確
認
し
が
た
い
さ
き
の
は
や
り
眼

（眼
病
）

に
小
さ
い
藁
人
形
を
用
い
て
そ
の
疾
病
平
癒
を
祈
願
す
べ
き
治
呪
と
平
城
京

跡
出
上
の
人
形
状
呪
符
と
の
共
通
点
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
と
い
う

点
が
、
疾
病
平
癒
に
か
か
わ
る
呪
符
に
み
え
る
。

①
　
災
難
除
け
祈
願
呪
符
ｒ
十
五
大
力
尊
呪
待
―
‐

五
大
力
尊

（金
剛
吼
菩
薩
、
雷
電
吼
菩
薩
、
無
畏
十
力
吼
菩
薩
、
龍
王
吼
菩

薩
、
無
量
力
吼
菩
薩
）
の
呪
符
の
習
俗
伝
承
は
、
京
都

。
上
醍
醐
寺
の
五
大
力

尊
符
以
外
、
今
日
ほ
と
ん
ど
窺
え
な
い
。
こ
の
五
大
力
尊
呪
符
は
、
上
醍
醐
寺

よ
り
授
与
さ
れ
て
家
の
戸
口
に
貼
け
て
お
く
も
の
で
あ
り
、
京
都
市
域
は
い
う

ま
で
も
な
く
隣
接
地
域
や
大
阪
府
下
、
奈
良
県
下
で
戸
口
に
貼
り
つ
け
て
い
る

光
景
を
し
ば
し
ば
見
る
こ
と
が
あ
る

（写
真
◎
参
照
）。　
五
大
力
尊
呪
符
を
貼

っ

て
あ
る
家
々
で
、
こ
の
呪
符
の
祈
願
内
容
を
聴
く
と
、
〈
災
難
除
け
〉
〈
泥
棒
除
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け
〉
〈
家
守
り
〉
〈
門
守
り
〉
に
貼

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
ま
た
、

呪
符
の
効
力
を
尋
ね
合
わ
せ
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
が
聴
き
取
れ
た
が
、
こ
こ

で
は
効
力
の
是
非
は
＝
る
。

こ
の
こ
と
は
と
も
か
く
、

五
大
力
尊
呪
符
に
は

〈
災
難
除
け
〉

〈
門
守
り
〉

と
い
う
祈
願
内
容
の
と
お
り
家
に
か
か
わ
る

〈
災
難
〉
を
と
り
除
く
機
能
が
伝

承
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

五
大
力
尊
呪
符
は
近

。
現
代
に
な
っ
て
か
ら
京
都

・
上
醍
醐
寺
に
よ
っ
て
授

与
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
民
間
に
流
布
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
呪
符
自
体
は

近
代
以
前
か
ら
授
与
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

と
く
に
、
江
戸
時
代
に
は
、
歌
舞
伎
や
滑
稽
本
や
長
唄
な
ど
に
「
五
大
力
尊
」

コ
五
大
力
菩
薩
」
「
五
大
力
」
と
い
う
記
載
が
少
な
か
ら
ず
窺
え
る
の
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
大
衆
芸
能

。
文
芸
に
ま
で

〈
五
大
力
尊
〉

へ
の
願
い
や
信
心
が
深

く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
た
と
え
ば
、
『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
公
一編

上
）
に
み
え
る

「
卜
お
竹
が
つ
ぶ
り
に
ざ
し
て
い
る
、
ぎ
ん
な
が
し
の
五
大
力

の
か
ん
ざ
し
を
、
ぬ
い
て
見
る
」
と
い
う
記
載
、
『
浮
世
風
呂
』
（巻
之
下
）
の

「ぐ
っ
Ｌ
駆
ぜ
俗
物
な
る
跛
」
の
費
に

「瑶
徘
辞
時
の
御ぉ
蒔
に
て
、
鷲
度
ま
で

も
為
登
荷
の
櫃
は
書
遣
る
五
大
力
」
と
い
う
記
述
が
そ
れ
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ

も
江
戸
時
代
に
流
行
し
た
手
紙
の
封
印
に
「
五
大
力
」
「五
大
力
菩
薩
」
と
記
さ

れ
た
こ
と
を
基
本
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
呪
文
を
封
印
に
使
う
こ
と
に
よ

っ
て

「卦
じ
目
」
が
解
け
な
い
と
い
う
思
潮
が

「
五
大
力
」
「五
大
力
菩
薩
」
の

仏
名
に
内
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。　
一
種
の

〈
ま
じ
な
い
〉
と
し
て
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
の
よ
う
に
江
戸
時
代
の
民
衆
に
と
っ
て
五
大
力
尊
は
大
き
な
力
を
も
っ
た

仏
尊
で
あ
り
、
こ
の
状
況
下
で
、
五
大
力
尊
呪
符
が
用
い
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ

う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
近
世
に
流
行
し
た

〈
ま
じ

な
い
〉
と
し
て
の
五
大
力
尊
が
い
つ
頃
か
ら
存
在
し
、
〈
五
大
力
尊
〉
呪
符
の
習

俗

へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
か
が
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

＊
　
五
大
力
尊
の
呪
符
に
つ
い
て
は
、
草
戸
千
軒
町
遺
跡
出
上
の
室
町
時
代
の

五
大
力
尊
呪
符
を
契
機
に
水
野
正
好
氏
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
同
氏

が
掲
げ
た

『
立
正
安
国
論
』
の

「若
し
く
は
五
大
力
の
形
を
固
し
て
、
高
戸

に
懸
け
、
（中
略
）
、
若
し
く
は
高
民
百
姓
を
哀
み
て
、
國
主
國
宰
の
徳
政
を

行
ふ
」
と
い
う
記
載
か
輛
）
す
で
に

一
三
世
紀
前
半
に
は
、
五
大
力
尊
呪
符

が
民
衆
の
間
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
こ
の
呪
符
が
流
布
し
た
前

提
に
は
、

「近
年
よ
り
近
日
に
至
る
ま
で
、
天
愛

・
地
夭

・
飢
饉

・
疫
腐
、

遍
く
天
下
に
満
ち
、
廣
く
地
上
に
逆
る
」
と
い
う
社
会
状
況
下
に
あ
っ
た
所

以
で
、
〈除
災
ゆ
守
り
札
〉
と
し
て
五
大
力
尊
呪
符
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
『
立
正
安
国
論
』
の
成
立
以
前
に
は
、

五
大
力
尊
呪
符
に
か
か
わ

る
記
録
は
検
出
で
き
な
い
。
二

・
三
の
史
料
を
次
に
列
挙
す
る
こ
と
に
と
ど

め
る
が
、
い
ず
れ
も
五
大
力
尊
図
を
仁
王
会

（法
会
）
に
懸
け
た
と
あ
る
。

①
永
承
七

（
一
〇
五
一ご
年
四
月
五
日
の
条

（『春
記
し

に
、

殿
南
廂
中
央
間
懸
丈
六
五
大
力
像
、
鱗
導

（中
略
）
、
又
殿
北
廂
内
方
中

央
左
右
各
二
箇
間
懸
丈
六
四
大
力
像
、
（中
略
）
、
又
仁
王
経
百
部
、
此



外
金
字
経

一
部
新
写
ニ
ム
、

年
六
月
十
九
日
の
条

（『
長
秋
記
』

一
）
に
、

②
大
治
四

（
三

二
九
）

如
常
儀
、
御
帳
南
面
東

御
帳
中
融
珈
懸
五
大
力
給
佛
、
供
聖
供
机
等
、

西
立
行
香
机
、
御
帳
東
西
敷
七
僧
座
、

年
七
月
十
二
日
の
条

（『
兵
範
記
』
四
）
に
、

③
仁
安
三

（
一
一
一ハ
八
）

今
日
公
家
被
始
行
長
日
御
所
等
、
（中
略
）
、

仁
王
経

二
幅
五
大
力

一
鋪
、
懸
佛
蔓
奉
立
二
間
、
鰤
所
佛
具
荘
厳
、
（中
略
）
、

仁
王
経
三
部
安
机

以
上
の
よ
う
に
仁
王
会
に
お
い
て
、
「五
大
力
」
の
絵
像

（仏
画
）
が
懸
け
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
五
大
力
尊
呪
符
を
用
い
て
い
た
状
況
は
呈
し
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。

一
方
、
『
立
正
安
国
論
』
成
立
以
降
の
史
料
を
窺
う
と
、

五
大
力
尊
呪
符

は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ず

っ
と
時
期
が
下
る
が
、
康
正
三
全

四
五
七
）

年
九
月
二
日
の
条

（『大
乗
院
寺
社
雑
事
記
し

に
、
「昨
日
講
堂
仁
王
講

二
、

百
躯
、
五
大
カ
フ
櫂
事
、
経
師
ノ
役
也
、
此
本
尊
フ
十
枚
ツ
ｋ
ツ
ナ
イ
テ
、

正
面

二
懸
事
及
相
論
間
、
以
力
者
懸
之
云
々
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
。
紙
札

の
五
大
力
尊
呪
符
で
あ

っ
た
こ
と
は
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
天
文
十
九

（
一
五
五
〇
）
年
十

一
月
の
年
銘
を
も
つ

「興
福
寺
三

重
塔
療
」
の
宝
珠
に
陰
刻
さ
れ
た

「四
雷
電
吼
菩
薩
」
は
、　
一
種
の
呪
符
的

要
素
を
内
在
さ
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
す
で
に
触
れ
た
草
戸
千

軒
町
遺
跡
出
上
の
五
大
力
尊
呪
符
、
す
な
わ
ち

「
（梵
）
二
龍
王
乳
菩
薩
□
」

只
梵
響

四
雷
電
乳
菩
薩
園
」
と
墨
書
さ
れ
た
二
つ
の
呪
符
と
併
せ
て
想
定
し

得
る
こ
と
は
、
貴
族
や
公
家
の
日
記

・
記
録
が
示
す
と
お
り
、
仁
王
会
で
五

つ
の
大
力
尊
の
軸
が
懸
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
呪
符
も
五
枚

一
組
で
あ

っ

た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
古
代

・
中
世
の
史
料
と
出
上
し
た
五
大
力
尊
呪
符
か
ら
、
現

段
階
で
は
、
〈
災
難
除
け
〉
の
呪
符
と
し
て
五
大
力
尊

（五
大
力
菩
薩
）
が
用

い
ら
れ
る
の
は

一
三
世
紀
以
降
と
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
前
か
ら
五

大
力
尊
の
呪
術
的
要
素
が
内
在
し
て
い
た
こ
と
も
想
定
で
き
よ
う
。

⑪
　
葬
祭
の
物
忌
札

・
呪
符

葬
送

・
葬
祭
儀
礼
に
か
か
わ
る
物
忌
札
は
、
奈
良
元
興
寺

（極
楽
坊
）
の
収

蔵
庫
建
設
に
伴
な
う
境
内
地
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
検
出
さ
れ
た
。
物
忌
札
の

検
出
に
よ
っ
て
、
従
来
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
た
物
忌
札
と
異
な
る
こ
と
が
次
第

に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
物
忌
札
の
史

的
研
究
と
と
も
に
、
今
日
も
現
存
す
る
物
忌
札
の
習
俗
伝
承
に
つ
い
て
も
調
査

研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
奈
良
県
下
の
室
生
村
と
都

郡
方
面
で
葬
送
儀
礼
に
物
忌
札
を
用
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

今
日
の
葬
送
儀
礼
に
も
物
忌
札
習
俗
伝
承
が
存
在
し
、
元
興
寺
境
内
地
出
上
の

室
町
時
代
初
頭
以
降
の
物
忌
札
に
み
え
る

「九
々
八
十

一
」
「九
八
七
十
二
（逆

書
ご
墨
書
銘
が
現
代
に
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
併
せ
て
窺
え
る
の
で
あ



いまに息づく呪符・形代の習俗

る
。
こ
れ
ら
の
成
果
は

『
日
本
仏
教
民
俗
基
礎
資
料
集
成
』
第
四
巻

（物
忌
札
、

他
所
収
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

（昭
和
五
二
年
刊
。
当
時
の
成
果
報
告
）
。

そ
の
後
は
物
忌
札
の
習
俗
伝
承
の
調
査
は
中
断
さ
れ
、
き
き
の
室
生
村
域
や

都
郡
方
面
に
限

っ
て
物
忌
札
の
習
俗
伝
承
が
存
在
し
た
と
い
う
理
解
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
奈
良
県
都
郡
村
針
で
遺

っ
て
い
る

〈
野

辺
送
り
〉
＝
葬
送
儀
礼
に
偶
然
出
会
い
、
葬
家
の
戸
口
に
貼
り
つ
け
ら
れ
て
い

た
紙
札
に

「新
円
寂
梵
字
○
○
○
○
○
○
大
姉
位

（戒
名
と

「八
九
七
十
二
（右

側
中
央
ご

「九
ミ
八
十

一
（逆
書
・
左
側
中
央
ど

「俗
名
○
○
○
○
」
と
墨
書
き

さ
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
、　
こ
れ
を
発
端
に

（同
地
域
は
真
言
宗
寺
院
）
、
物

忌
札
習
俗
の
伝
承
地
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

物
忌
札
習
俗
の
伝
承
地
は
、
都
郡
村
針
以
外
に
、
同
村
域
で
は
、
自
石
、
南

之
庄
、
吐
山
、
荻
、
そ
し
て
針
ケ
別
所
で
あ
る
。
針
ケ
別
所
で
は
、
葬
送
儀
礼

当
日
に
葬
家
の
戸
口
に
貼
り
つ
け
て
い
た
物
忌
札
を
実
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
物
忌
札
は

〈
カ
ド
イ
ハ
イ

（門
位
解
ご

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
尖
頭

短
冊
形
の
紙
札
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
紙
札
に
は

「忌
中
　
○
○
○
○
○
大

姉
霊
位

（異
名
と

「○
月
○
○
日
寂
（右
側
上
部
こ

「俗
名
○
○
○
〇
　
一早
年
○

Ｏ
Ｏ
才

（左
側
下
部
ご

と
墨
書
き
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。　
こ
の
針
ケ
別
所
の

物
忌
札

（門
位
碑
）
は
、
実
見
し
た
札
の
墨
書
は
簡
略
化
し
た
も
の
で
、
戒
名

の
左
右
に
小
さ
く

「八
九
七
十
二

（左
側
。
逆
書
ご

「九
九
八
十

一
（右
側
。
逆

書
こ

と
墨
書
き
さ
紆
る
の
が
正
式
な
〈
門
位
牌
〉
で
あ
る
と
い
蛹
ド写
真
④
参
照
）。

こ
の
針
ケ
別
所
の
村
寺
も
真
言
宗
寺
院
で
あ
る
。

一
方
、
都
蔀
村
に
隣
接
す
る
奈
良
市
の
東
部
山
間
の
横
田
町
、
平
野
部
の
天

理
市
豊
日
、
安
堵
町
の
ほ
ぼ
全
域
に
も
葬
送
儀
礼
に
物
忌
札
が
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
聴
取
り
に
よ
っ
て
確
認
し
得
た
。

天
理
市
豊
田
の
物
忌
札
は

〈
モ
ン
パ
イ

（門
牌
ご

と
呼
ば
れ
、
「新
蓮
生
○

○
○
○
位

（戒
名
と

「平
成
〇
年
○
○
月
○
○
日
寂

（右
側
ご

「俗
名
○
○
○

○
　
行
年
○
○
○
才

（左
側
ご

と
墨
書
き
し
た
も
の
で
あ
る
競
）
実
見
し
て
い

な
い
。
豊
田
の
場
合
、
村
寺
は
浄
土
宗
寺
院
で
、
聴
取
り
を
お
こ
な

っ
た
ほ
か

の
地
域
の
ほ
と
ん
ど
が
真
言
宗
寺
院
で
あ
る
の
に
対
し
て
異
質
な
存
在
で
あ
る
。

同
様
な
事
例
と
し
て
、
安
堵
町
東
安
堵
、
西
安
堵
、
岡
崎
、
そ
し
て
窪
田
の
物

忌
札
を
拳
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
、
東
安
堵
で
実
見
し
た
物
忌
札

は

〈
カ
ド
イ
ハ
イ

（門
位
解
ご

と
称
さ
れ
、
尖
頭
形
で
や
や
巾
が
上
部
の
方
が

広
目
で
、
紙
製
で
あ
る
。
こ
の
物
忌
札
＝
〈
カ
ド
イ
ハ
イ
〉
に
は
、
「忌
　
○
○

○
信
上
位
」
「平
成
〇
年
○
○
月
○
○
日
亡

（右
側
ご

「俗
名
○
○
　
行
年
○
○

○
才

（左
側
・
二
列
こ

と
墨
書
き
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。　
こ
の
東
安
堵
の
村

寺
は
融
通
念
仏
宗

（大
念
仏
宗
）
寺
院
で
あ
り
、
安
堵
町
域
の
融
通
念
仏
宗
の

宗
徒
の
家
で
は
葬
送
儀
礼
に
物
忌
札
＝
〈
カ
ド
イ
ハ
イ
〉
が
用
い
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

奈
良
県
内
に
限

っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
物
忌
札
習
俗
の
伝
承
は
広
範
囲

に
わ
た
っ
て
現
存
し
、
中
世
以
来
の
物
忌
札
習
俗
が
、
現
代
社
会
に
息
づ
い
て

い
る
こ
と
を
知
る
。
そ
れ
も
中
世
以
来
の
吉
い
文
言
を
遺
し
て
い
る
地
域
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
も
窺
え
る
。　
一
方
、
は
た
し
て
出
土
し
た
物
忌
札
は
中
世
社



会
で
醸
成
し
た
習
俗
で
あ
る
の
か
、
否
か
と
い
う
充
分
な
検
討
も
の
こ
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

＊
　
葬
祭

・
葬
送
儀
礼
に
か
か
わ
る
物
忌
札
は
、
元
興
寺

（極
楽
坊
）
境
内
の

発
掘
調
査
に
よ

っ
て
出
上
し
た
も
の
で
あ
る
。
出
土
し
た
多
く
の
物
忌
札
に

は
紀
年
銘
を
も

つ
も
の
が
あ
る
。
正
平
七

（
一
一一三

二
）
年
、
貞
治
二
全

〓
一六

〓
０
年
、
応
安
七

（
〓
一一七
四
）
年
、
応
永
六

（
一
二
九
九
）
年
、
応
永
二
十
七

全

四
一一〇
）
年
、
そ
し
て
文
安
二

（
一
四
四
五
）
年
の
紀
年
銘
が
そ
れ
で
あ
締
に

そ
し
て
、
現
存
例
で
塁
書
銘

の
明
確
な
も
の
を
み
る
か
ぎ
り
、

「梵
字
　
堅

固
物
忌
軌
＋々
秋
吟
Ｙ一　

急

々
如
律
令
」
と

「梵
字
　
物
忌
軌
彬
秋
吟
Ｙ一　

急
々
如

律
令
」
の
二
形
式
が
あ
る
と
大
雑
把
に
い
え
る
よ
う
で
あ
る

（た
だ
し
、
「物

忌
」
の
文
言
が
一異
面
に
墨
書
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
「梵
字
　
物
忌
」

云
々
の
形
態
に
含
ん
だ
）
。

元
興
寺
境
内
出
上
の
物
忌
札
は
、
そ
の
後
の
古
代

・
中
世
遺
跡
出
上
の
物

忌
札
に
も
関
心
を
集
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
平
城
京
跡
、
長
岡
京
跡
、
そ

し
て
平
安
京
跡
な
ど
か
ら
物
忌
札
が
出
土
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
出
土
例
の
物
忌
札
と
と
も
に
、
物
忌
札
の
史
料
か
ら
も
提
示
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
「物
忌
」
云
々
と
い
う
こ
と
で
は
、
『
江

次
第
抄
』
（四
方
拝
）
の
「御
物
忌
」
の
項
に
み
る

「物
忌
鬼
神
王
之
名
依
其

人
年
有
可
慎
之
日
、
件
日
禁

一
家
人
之
出
入
也
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、

『
今
昔
物
語
』
巻
第
十
六
の

「陸
奥
國
の
鷹
取
り
の
男
、
観
音
の
助
け
に
よ

っ
て
命
を
存

へ
た
る
語
」
（第
六
）
に

「今
日
七
日
に
営
り
て
物
忌
の
札
を
立

て
て
門
閉
ぢ
た
り
。
門
を
叩
き
開
け
て
入
り
た
れ
ば
、
妻
子
涙
を
流
し
て
、

先
づ
返
り
来
れ
る
こ
と
を
喜
ぶ
」
と
い
う
記
載
ヽ
さ
ら
に
同
物
語
の
巻
二
十

七
の
「播
磨
國
の
鬼
、
人
の
家
に
来
り
て
射
ら
れ
し
語
」
（第
二
十
三
）
に
「陰

陽
師
に
問
ひ
け
れ
ば
、
陰
陽
師
、
『
門
よ
り
人
の
隆
に
来
べ
し
。
（中
略
）
。』

と
云
へ
ば
、
門
に
物
忌
の
札
を
立
て
、
桃
の
木
を
切
り
塞
ぎ
て
□
を
し
た
り
。」

（‐８
）

と
い
う
記
述
が
掲
げ
ら
れ
る
。

一
方
、
す
で
に
別
稿
で
、
葬
祭

・
葬
送
儀
礼
に
伴
な
う
物
忌
札
に
か
か
わ

る
史
料
と
し
て
、
『
師
守
記
』

（第
二
）
の
康
永
四

（
一
三
四
五
）
年
二
月
十

二
日
の
条
の

「今
日
被
立
物
忌
札
門
内
也
、　
入
夜
撤
之
、　
二
七
日
前
日
又
可

立
之
、
其
後
不
可
立
也
、
先
例
也
、
（中
略
）
、
札
様
、
長
三
尺
許
也
、
椙
也
、

日
日
円
四
籠
僧
空

一
房
被
書
之
」
と
い
う
記
載
と
同
年
四
月
十
八
日
の
条
の

「今
日
物
忌
札
小
門
内
入
夜
撤
、
初
七
日
札
也
、
今
日
以
後
不
可
立
之
、
延
慶

。

正
和

・
嘉
暦
等
例
也
」
と
い
う
文
言
、
そ
し
て
ず

っ
と
時
期
が
下
る
が
、
『
親

長
卿
記
』
盆

）
の
文
明
三

（
一
四
七
ご

年
正
月
十
五
日
の
条
に
み
え
る
「今

日
二
七
日
御
佛
事
也
、
（中
略
）
、
今
日
門
内
立
物
忌
札

（割
註
略
）
、

三
七

日
肌
爛
欧
始
立
之
、
不
審
、
人
々
物
忌
、
（中
略
）
、
削
柳
木
都
婆
、
頭
書
物
忌

二
宇
、
指
烏
帽
子
左
方
、
販
牡
簸
物
嬬
特
絡
螂
斃
み
方ヘ
ヘ可
端
議
力
す
謀
対
攻
轄
純
蛯
暉
寿

端
帽々
賠
沙
狛
大へ
嗽
妙
跡
之
中
院
大
納
言
、
藤
中
納
言
、
綾
却
各
書
紙
付
之
、
其
外
大

略
柳
木
也
」
と
い
う
記
載
を
掲
げ
て
お
い
た
。

さ
ら
に
、
『
玉
葉
』
（第
二
、
養
和
元
空

一
八
五
年
十
二
月
十

一
日
の
条
）
、

『
明
月
記
』
（第

一
、
建
久
三

〔
一
一
九
一百
年
三
月
十
九
日
の
条
）
な
ど
も
列
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挙
し
て
、
史
料
を
み
る
か
ぎ
り
、
葬
祭

。
葬
送
儀
礼
に
伴
な
う
物
忌
札
が
、

一
二
世
紀
後
半
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
提
示
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
葬
祭
・葬
送
儀
礼
に
か
か
わ
る
物
忌
札
の
史
料
と
併
せ
て
古
代
・

中
世
遺
跡
出
上
の
物
忌
札
を

一
括
し
て
検
討
し
て
い
く
と
、
次
の
よ
う
な
点

が
指
摘
し
得
る
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

す
な
わ
ち
、
平
城
京
跡
を
は
じ
め
、
古
代
の

（都
城
）
遺
跡
出
土
の

「物

忌
」
札
は
、
従
来
か
ら

〈
械
〉
を
忌
む
べ
き
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
き

た
。
だ
が
、
古
代

。
中
世
の
記
録

・
史
料
に
は
、
単
に

「物
忌
」
と
書
か
れ

た
記
述
が
大
半
で
あ
り
、

「物
忌
」
云
々
と
い
う
文
言
か
ら
は
、
葬
祭

・
葬

送
儀
礼
に
伴
な

っ
た

「物
忌
」
か
つ
物
忌
札
か
は
明
確
に
し
が
た
い
。
こ
の

こ
と
は
、
出
上
し
た
物
忌
札
か
ら
そ
の
機
能
を
明
示
さ
れ
な
い
状
況
と
同
様

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
古
代

。
中
世
の
記
録
・史
料
か
ら
幸
い
な
こ
と
に
、
「物

忌
」
云
々
と
い
う
文
に
込
め
ら
れ
た
機
能

（
こ
の
場
合
、
物
忌
む
内
容
）
が

い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
か
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
る
と
、

〈
物
忌
札
〉
に
は
、　
こ
の
札
に
内
在
す
る
機
能
が
二
つ

あ
り
、　
一
つ
は

〈
械
〉
を
物
忌
む
こ
と
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は

〈
葬
祭

・
葬

送
儀
礼
〉
に
伴
な

っ
た
身
近
な
人
の
死
を
物
忌
む
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、

と
く
に
古
代

（都
城
）
遺
跡
出
土
の
物
忌
札
に
も
、

〈
核
〉
を
忌

む
も
の
と
、
〈
葬
祭

。
葬
送
儀
礼
〉
に
よ
る
〈
身
近
な
死
〉
を
忌
み
か
つ
祀
る

も
の
と
が
あ
る
も
の
と
想
定
し
て
い
る
。

併
せ
て
、
葬
祭

・
葬
送
儀
礼
に
か
か
わ
る
物
忌
札
の
醸
成
し
た
時
期
は
、

記
録

・
史
料
に
よ
る
か
ぎ
り
、　
三

一世
紀
後
半
に
設
定
し
得
る
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
年
代
＝
時
期
に
葬
祭

。
葬
送
儀
礼
に
か
か
わ
る
物
忌
札
が
用
い

ら
れ
て
い
た
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
も
う
少
し
時
期
は
遡
る
と
想
定
し
た
い
と

考
え
て
い
る
。

い
　
五
穀
豊
穣

・
無
病
息
災
祈
願
札

・
呪
符
―
―
大
般
若
径
転
読
祈
願
呪
符
―
‐

五
穀
豊
穣
と
無
病
息
災
祈
願
に
用
い
ら
れ
る
呪
符
に
も
い
く
つ
か
の
種
類
が

あ
る
。
春
迎
え
の
行
事
の
一
つ
に
綱
掛
け

（勧
請
縄
掛
け
）
が
あ
り
、
綱

（縄
）

の
中
央
に
祈
庸
札
＝
呪
符
を
掛
け
る
地
域

（村
）
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
三
重
。

菖
蒲
池
の
場
合
に
は
、
「天
下
泰
平
　
区
内
安
穏
　
五
穀
豊
穣
　
除
災
招
福

（表

面
ご

「喩
々
如
律
令
命
，央
）

挙
（左
）

韓
（右
ご

と
墨
書
さ
れ
た
山
形
の
札
が

掛
け
ら
れ
る
。　
ま
た
、
滋
賀

・
水
日
の
場
合
に
は
、
「拳
韓
讀
如
意
費
珠
経
風

雨
順
時
五
穀
成
就
所
依
（表
面
中
央
）

☆
七
福
即
生
（左
）

韓
七
難
即
滅
（右
ご

「多
門
天
王
呪
百
万
辺
所
願
如
意
祈
依
（左
端
ご

「不
動
明
王
呪
百
万
辺
息
災
延

命
祈
依

（右
端
ご

「韓

梵
字
　
☆
（裏
面
中
央
ご

と
墨
書
さ
れ
た
札
が
掛
け
ら
れ

る
。
と
く
に
、
後
者
の
札
は

「
ニ
ノ
ギ
ョ
ゥ
」
と
呼
ば
れ
る
行
事
で
、
お
そ
ら

く

「仁
王
経
」
が
訛

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
春
迎
え
の
行
事
に
伴
な
っ
て

仁
王
経
が
読
唱
さ
れ
、
そ
の
際
に
綱
掛
け
の
中
央
に
吊
る
呪
符
が
用
い
ら
れ
た

の
が
は
じ
ま
り
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
同
じ
春
迎
え
の
行
事
の
一
つ
で
あ
る
修
正
会
お
よ
び
修
二
会
は
、
古



代
以
来
諸
寺
暁
で
お
こ
な
わ
れ
て
来
た
行
事
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
奈
良

・
弓

手
原
の
オ
ヨ
ナ
イ

（修
正
会
）
で
祈
濤
さ
れ
た
木
札
＝
呪
符
は
村
境
に
立
て
ら

れ
る
。
こ
の
呪
符
に
よ
っ
て
、
村
内
に
疫
神

（鬼
神
）
の
侵
入
を
防
ぐ
の
で
あ

る
。
呪
符
に
は
、
「奉
転
読
大
般
若
経
六
百
軸
苅
解
睡
賤
祈
依

（中
央
ご

「七
福
即

（袖
ヵ
）

生
　
法
主
敬
白
（左
ご

「七
難
即
滅
　
村
内
安
全
（右
ご

と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
弓
手
原
の
村
で
は
、
村
境
に
立
て
る
呪
符

今
ヽヽ
チ
キ
リ
＝
道
切
り
と
い
う
）

の
ほ
か
に
、
各
家
に
分
与
さ
れ
る
紙
札
が
あ
る
。

紙
札
に
は
、

「奉
修
転
読
大

般
若
経
六
百
軸
　
家
内
安
全
　
諸
願
成
就

（中
央
ご

「徳
蔵
寺

（左
ご

「弓
手
原

（右
ご

と
墨
書
さ
れ
て
い
る
。

同
様
な
呪
符
は
、
福
井

・
小
浜
の
村
境
で
も
実
見
し
た
。
呪
符
は
、
村
境
の

樹
木
に
数
年
前
の
札
と
い
っ
し
ょ
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、　
呪
符
に
は
、

「梵
字
　
奉
韓
讃
大
般
若
波
羅
密
多
経
六
百
軸
五
穀
成
就
祈

依

（中
央
ご

「皆
来
守
護
　
羽
賀
寺

（左
ご

「十
六
善
神
　
桐
山

（右
ご

と
墨
書

さ
れ
て
い
る

（写
真
⑤
参
照
）
。

新
年
を
迎
え
、
村
寺
で
は
オ
コ
ナ
イ

（修
正
会
）
が
お
こ
な
わ
れ
、
大
般
若

経
転
読
の
後
に
所
謂

〈
大
般
若
経
転
読
呪
符
〉
が
村
境
に
立
て
ら
れ
る
か
、
張

り
つ
け
ら
れ
、
村
中

へ
の
疫
神

・
鬼
神
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
疫
病
や
災
難

が
入
り
込
ま
な
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

〈
大
般
若
経
転
読
〉
呪
符
の
習
俗
伝
承
は
、
こ
れ
ら
以
外
の
地

域

（村
）
で
も
存
在
し
て
い
る

（あ
る
い
は
存
在
し
て
い
た
）
と
想
定
し
得
る
。

〈
大
般
若
経
転
読
〉
呪
符
は
、
村
落
社
会
の
春
迎
え
の
行
事
で
あ
る
オ
コ
ナ

イ

（修
正
会

。
修
二
会
）
を
基
調
に
形
成
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
オ
コ
ナ
イ
は
、
村
落
社
会
の
上
台
で
あ
る
農
耕
の
安
泰
を
願
う
祭
礼

で
あ
る
か
ぎ
り
、
〈
神
〉
に
祈
り
、
そ
の
呪
力
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
で

あ
ろ
】９
。

し
た
が
っ
て
、
〈
大
般
若
経
転
読
〉
呪
符
は
、
村
落
―
農
耕
―
神
―
祭
礼
（オ

コ
ナ
イ
）
の
連
関
に
よ
っ
て
醸
成
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
村
落

（集
落
）

の

形
成
な
し
に
は
生
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、　
こ
の
想
定
は
、
〈
大
般
若
経
転
読
〉
呪
符
の
習
俗
伝
承
が
現
存
し
、

村
落
の
形
成
時
期
を
把
握
し
得
る
こ
と
が
条
件
づ
き
と
な
る
。

だ
が
、
現
実
に
二
つ
の
条
件
を
満
し
た
村
落
は
、
現
段
階
で
は
ほ
と
ん
ど
な

い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
呪
符
の
習
俗
伝
承
と
出
土
呪
符
自
体
の
集
積
を
待
つ

べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

＊
　
現
存
し
て
い
る

〈
大
般
若
経
転
読
〉
呪
符
の
習
俗
伝
承
と
は
別
に
、
各
地

で
こ
の
呪
符
が
出
土
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
福
井

。
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
出
土

（
一
五
世
紀
後
半
、

「梵

字
　
奉
韓
し
、
大
阪

・
若
江
遺
跡
出
土

（
一
六
世
紀
後
半
、

「奉
韓
一環
大
般

離
碑崎鞠珊鶏
証
聴
甥
輪
蘇一Ｎ
『剖勘鋤鉾
苧

広
島

。
草
戸
千
軒
町
遺
跡
出
土

（
一
六
世
紀
初
頭
、
「梵
宇
　
奉
導
讃
大
般
若

大
永
□
年
一――
日

経

一
営
除
羽
調
隅
‐‐
ヽ
大
般
若
経
韓
讃
口
」
、

『
木
簡
研
究
』
六
）
、
そ
し
て
広

島

・
尾
道
市
衝
地
遺
跡
出
土

（
一
四
ぞ

一
五
世
紀
、
「大
般
若
経
韓
讃
倒
也



いまに息づく呪符・形代の習俗

呵
引
夕
百
」
、
『木
簡
研
究
ヒ

一
の
〈
大
般
若
経
転
読
〉
呪
符
が
そ
れ
ら
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
呪
符
に
は
明
ら
か
に
修
正
会
の
大
般
若
経
転
読
に
よ
る
も
の

が
あ
る

（大
仮

。
若
江
遺
跡
出
土
）
。　
そ
し
て
、
修
二
会
と
も
推
察
で
き
る

呪
符
も
み
ら
れ
る
が
、
断
定
は
し
か
ね
る

（広
島

・
尾
道
市
街
地
遺
跡
出
土
）
。

さ
ら
に
、
す
で
に
述
べ
た
今
日
の
大
般
若
経
転
読
呪
符
に
墨
書
さ
れ
て
い
る

「十
六
善
神
」
云
々
と
い
う
文
言
と
同
様
な

「帰
命
十
六
菩
神
□
□
」
と
い

う
記
載
の
あ
る

一
六
世
紀
前
半
の
呪
符
は
、
悠
久
の
歳
月
の
隔
り
の
中
で
息

づ
い
て
い
る
習
俗
の

〈
伝
承
〉
の
重
さ
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
出
土
例
の

〈
大
般
若
経
転
読
〉
呪
符
の

ほ
と
ん
ど
が
、　
一
五
ぞ

一
六
世
紀
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期

に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
こ
の
呪
符
の
醸
成
要
困
や
状
況
を
考
え
て
み
る

こ
と
も
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
福
井

。
一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
出

上
の

〈
大
般
若
経
転
読
〉
呪
符
は
、
戦
目
武
将
朝
倉
氏

一
族
が
居
住
し
て
以

後
の
も
の
で
あ
り
、
村
落
と
い
う
よ
り
も
城
下
町
＝
集
落
と
か
か
わ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

〈
大
般
若
経
転
読
〉
呪
符
に
関
す
る
考
古
資
料
は
数
ケ
所
の
出
土
例
に
よ

っ
て
窺
え
る
が
、
記
録

・
史
料
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
見
出
し
得
な
い
の
が
現
状

で
あ
る
。
た
だ
、
修
正
会
、
修
二
会
と
大
般
若
経
転
読
と
の
関
連
性
を
考
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幸
い
に
修
正
会

・
修
二
会
の
記
録
や
大
般
若
経
転

読
の
記
載
は
少
な
く
な
い
。

〈
大
般
若
経
転
読
〉
呪
符
と
同
時
期
の
二
≡
一の
史
料
を
緒
く
と
、
『
大
乗

院
寺
社
雑
事
記
』
会
一

の
寛
正
三
全

四
六
一α
隼
正
月
十
四
日
の
条
に

「
二

階
堂
修
正
行
之
、
堂
中
新
理
等
給
主
沙
汰
也
」
と
、
同
記

（五
）
の
文
正
三

盆

四
一ハ
七
）
年
正
月
廿
七
日
の
条

の

「営
門
跡
方
諸
御
願
目
六
」
に

「東
金

堂
塔
大
般
若
　
供
衆
三
口
　
新
所
武
庫
庄
」

ヱ
ロ
田
大
般
若
　
供
衆
　
新
所

西
小
屋
庄
」
と
い
う
文
言
が
み
え
る
。
ま
た
、
『
多
聞
院
日
記
』
全

）
の
文

明
十
七

（
一
四
七
五
）
年
正
月
四
日
の
条
に

「恒
例
礫
本
大
般
若
経
妻
願
在
之
、

自
西
屋
春
季
納
所
毎
年
被
成
廻
請
者
也
」
と
、
同
記

全
こ

の
天
文
十

一
全

五
四
一一）
年
正
月
廿
七
日
の
条
に

「十
六
日
ヨ
リ
大
般
若
経
韓
讃
始
了
」
と

い
う
記
載
が
あ
る
が
、
修
正
会

・
修
二
会
と
大
般
若
経
転
読
と
の
接
点
は
明

ら
か
で
は
な
い
。

「大
般
若
経
韓
讃
」
云
々
と
い
う
記
載
は
、
す
で
に

『
延
喜
式
』

（玄
蕃

寮
）
に
み
え
、
国
家
安
穏

・
鎮
護
の
た
め
に
諸
大
寺
に
転
読
さ
せ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
事
実
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
同
様

に
し
て
、
修
正
会

・
修
二
会
も

『
三
宝
絵
』
に
み
え
、
十
世
紀
後
半
に
は
す

で
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る

（同

『
絵
詞
』
に
は

「修
正
月
」

「修
二
月
」
と
ぁ
る
）
。　
だ
が
、　
こ
の
時
期
に
は
両
者
の
繋
り
を
想
定
し
が

た
い
よ
う
で
あ
り
、
や
は
り
出
土
例
の
呪
符
の
時
期
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

①
　
安
産
祈
願
呪
符

現
代
社
会
に
お
い
て
も
産
育
習
俗
に
み
る

〈
ま
じ
な
い
習
俗
〉
は
脈
々
と
生

き
つ
づ
け
て
い
る
。
子
供
を
産
む

〈
ま
じ
な
い
習
俗
〉
と
、
子
供
を
丈
夫
に
育



て
る

〈
ま
じ
な
い
習
俗
〉
と
が
あ
る
が
、
産
む

〈
ま
じ
な
い
習
俗
〉
の
方
が
数

多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

「産
」
の
習
俗
で
安
産
を
願

っ
た
呪
符
は
い
ま
も
息

づ
き
、
産
婦
の
不
安
感
を
少
し
で
も
取
り
除
い
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
い
ま
も
神
戸
の
長
福
寺
で
分
与
さ
れ
て
い
る
安
産
の
呪
符
が
二

種
類
あ
る
。　
一
つ
は
「生
」
「ボ
ロ
ン
」
「喩
急
如
律
令
」
の
文
言
を

「生
牲
蘇
中
″

喩
急
如
律
令
」
と
配
し
た
呪
符
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は

「鬼
」
「女
」
「子
成
就
」

の
文
言
を

「鬼
競
穀
子
成
就
」
と
配
し
た
呪
符
で
あ
る
。
二
つ
の
暉
客
仰は
、
コ
修
験

道
要
典
』
の

「安
産
符
」
の
項
に
み
え
る
呪
符
で
、
「小
さ
き
紙
に
之
を
書
く
。

此
法
は
、
い
か
な
る
難
産
に
て
も
平
産
す
る
也
」
と
添
え
書
き
さ
れ
て
い
柄
¨

こ
の
二
つ
の

「安
産
符
」
は
、
同
寺
住
職
が
京
都

。
醍
醐
寺
で
の
修
行
中
に
授

け
ら
れ
た
修
験
道
の
秘
伝
で
あ
る
。
い
ま
も
妊
産
婦
が
安
産
祈
願
に
同
寺
を
訪

れ
て
、
安
産
の
呪
符
を
授
か
る
と
い
蒟
．

一
方
、
寺
院
か
ら
分
与
さ
れ
る
呪
符
と
は
異
な
り
、
村
中
に
あ
る

『
万
歳
大

雑
書
日
用
宝
万
病
妙
薬
伝
』
（単
に

『
日
用
宝
』
と
呼
ん
だ
ら
し
い
）
に
掲
げ
ら

れ
て
い
る
安
産

（子
安
）
の
い
く
つ
か
の
呪
符
を
用
い
た
と
い
う
産
育
呪
符
の

（２‐
）

習
俗
伝
承
が
あ
る
一
こ
こ
で
は
、
三
つ
の
安
産

。
子
安
の
呪
符
を
次
に
掲
げ
る
。

ま
ぃア
、
そ
の
一
つ
は
、
「梵
宇
触
等
己
婢
牌
帝
（呪
一図
）
急
急
如
律
令
繰
」
と
い
いつ

呪
符
で
あ
る
。　
次
に
二
っ
目
は

「
）
（
韓
潔
台
〓

」
と
い
う
呪
符
で
あ
り
、　
三

つ
目
は
兜
状
の
図
に

「白
」
「赤
」
「赤
」
と
い
う
文
字
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

三
つ
日
の
呪
符
は
、
『
極
奥
秘
伝
ま
じ
な
い
秘
法
大
全
集
』
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る

子
安
の
呪
符
と
極
似
し
て
い
る
。

安
産

。
子
安
の
祈
願
に
三
つ
の
呪
符
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
伝
承
と

『
日
用

宝
』
を
遺
す
大
阪

・
千
早
赤
阪
村
に
は
、
こ
れ
ら
の
呪
符
は
忘
れ
去
ら
れ
た
過

去
の
も
の
と
な
っ
て
い
る

（お
そ
ら
く
二
代
イ
三
代
前
の
村
び
と
に
よ
っ
て
用

い
ら
れ
た
ら
し
い
。
『
日
用
宝
』
は
江
戸
時
代
後
半
の
記
録
と
い
う
）
。

安
産

。
子
安
に
か
か
わ
る
呪
符
の
習
俗
伝
承
を
二
件
五
例
掲
げ
た
が
、
呪
符

を
伴
な
わ
な
い

〈
ま
じ
な
い
習
谷
〉
伝
承
は
枚
挙
に
違
が
な
い
ほ
ど
数
多
い
。

こ
こ
で
は
直
接
関
連
し
な
い
の
で
割
愛
す
る
。
安
産

。
子
安
祈
願
の

〈
ま
じ
な

い
習
谷
〉
は
、
民
俗
調
査
の
成
果
と
し
て
、

「呪
法
」
「呪
術
」
「民
間
療
法
」

の
領
域
で
公
に
さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
民
俗
調
査
成
果
に
譲
り
、
む
し
ろ
現

代
社
会
で
息
づ
い
て
い
る
産
育
習
谷
、
と
り
わ
け
安
産

・
子
安
祈
願
に
か
か
わ

る
呪
符
が
い
つ
頃
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
関
心

事
が
移
る
。
ま
た
、
現
存
す
る
安
産

。
子
安
祈
願
呪
符
が
、
古
代

。
中
世
ま
で

遡
り
得
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
否
か
も
興
味
あ
る
視
点
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
産
育
習
俗
と
か
か
わ
る
呪
符
の
究
明
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ

な
い
。
産
育
習
俗
伝
承
の
範
疇
で
、
今
後
調
査
研
究
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
委
ね

た
い
。

＊
　
平
城
京
跡
で
須
恵
質
の
重
、
筆
、
銭
貨
な
ど
が
出
土
し
、
こ
れ
が
胞
衣
董

と
関
連
資
料
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
水
野
正
好
氏
は
、
そ
の
後
出
産
に

か
か
わ
る

〈
ま
じ
な
い
習
俗
〉
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を

継
承
し
た
新
し
い
論
考
を
生
み
だ
す
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
磁
．

そ
の
要
因
の
一
つ
に
は
、
産
育
習
俗
に
伴
な
っ
た
呪
符
の
出
土
事
例
が
少



いまに息づく呪符・形代の習俗

な
い
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
、
記
録

・
史
料
に
み
る
産
育
習
俗
、
と
り
わ
け

安
産
や
幼
児
の
成
育
の
祈
願
に
か
か
わ
る
呪
符
の
習
俗
の
記
載
は
、
現
符
の

出
土
例
に
比
べ
る
と
少
な
く
な
い
。
と
く
に
、
古
代

（平
安
時
代
）
の
医
薬

治
療
や
呪
符
を
示
唆
す
る

『
警
略
抄
』
に
、
難
産
や
逆
児
な
ど
を
治
す
べ
き

呪
符
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
「治
産
難
方
」
の
呪
符
と
し
て
、
「
踊

翻
嶽
嶋
　
又
方
　
局

粒
聯
販
靱
」
と
あ
る
。
ま
た
、
「治
逆
生
方
」
の
呪
符
に

「産
経
云
逆
生
符
文
」

と
し
て
、
「
躍
閻
冽
珠
違
語
と

と
み
え
る
。
そ
し
て
、
「治
子
死
腹
中
方
」
の

呪
符
と
し
て
、
「又
方

癖
見

融
れ
埼
醐
蛛
壇ｆ

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。　
さ
ら
に
、

「治
胞
衣
不
出
方
」
の
呪
符
と
し
て
、
「産
経
云
　
國
闇
鋤
畝
ィ
期
船
呑
之
。」

と
み
え
る
。

こ
れ
ら
の
呪
符
が
後
世
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
か
、
否
か
を
、
き
き
に
触

れ
た
近
代
以
降
に
刊
行
さ
れ
た
『修
験
深
秘
行
法
児
集
』
を
は
じ
め
、
『
修
験

道
要
典
』
、
『期
説
妙
術
秘
法
大
全
』
、
『
極
奥
秘
偉
ま
じ
な
い
秘
法
大
全
集
』
な

ど
か
ら
抽
出
す
る
こ
と
を
試
み
た
が
、
『
警
略
抄
』
に
み
え
る
呪
符
は
窺
え

な
か
っ
た
。

平
安
時
代
の
医
薬
治
療
と
呪
符
の
状
況
を
想
定
さ
せ
る

『
警
略
抄
』

（寛

政
七

〔
一
七
九
五
〕
年
五
月
謹
書
）
の
四
つ
の
呪
符
は
、
後
世
の
近

。
現
代
の

〈
ま
じ
な
い
修
法
〉
の
諸
書
籍
に
み
え
る
こ
の
種
の
呪
符
と
も
繋
が
ら
な
い
。

一
方
、
産
育
習
俗
に
か
か
わ
る
史
料
に
視
点
を
転
じ
て
み
て
も
、

〈
産
育

呪
符
習
俗
〉
と
便
宜
上
呼
ぶ
べ
き
習
俗
を
表
現
し
た
記
述
は
ほ
と
ん
ど
み
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
『
源
氏
物
語
』
の
柏
木
の
巻
に
み
え
る
「御
産
屋
の
儀
式
、
い

か
め
し
う
」
云
々
と
い
う
記
載
、
冨
［妻
鏡
』
の
寛
喜
三
全

二
三
ご
年
四
月

十
九
日
の
条
の

「申
刻
。
相
模
四
郎
朝
直
室
鯨
瓢
男
子
平
産
」
と
い
う
文
言

が
示
す
よ
う
に
、
呪
符
を
用
い
た
状
況
表
現
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。

た
だ
、
記
録
者

（作
者
）
に
よ
っ
て
は
、
呪
符
の
習
俗
を
暗
示
さ
せ
る
表

現
を
と
ど
め
る
も
の
も
あ
る
。　
た
と
え
ば
、
『
権
記
』
全
一

の
寛
弘
五

（
一

〇
〇
八
）
年
九
月
十
五
日
の
条
と
十
八
日
の
条
に
、
「誕
生
男
兄
、
胞
衣
未
下
、

”
令
七
人
陰
陽
人
以
午
時
令
祓
七
瀬
、
立
種
々
願
」
（十
五
日
の
条
）
、
「八
月

子
俗
忌
之
、
例
過
今
月
可
遂
産
事
之
由
、
種
々
所
願
、
而
俄
有
産
事
」
（十
八

日
の
条
）
云
々
と
い
う
文
言
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
安
産
、
難
産
、
早
産
、
そ
し
て
胞
衣
な
ど
に
か
か
わ
る

〈
産

育
呪
符
の
習
俗
〉
を
直
接
表
現
す
る
記
述
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
出
土
資
料
と
同
様
に
、
史
料
に
お
い
て
も
産
育
習
俗
に

か
か
わ
る

〈産
育
呪
符
習
俗
〉
が
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
古
代

。
中
世
に
は
皆

無
で
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
ま
た
、
史
料
に
み
る
呪
符
の
出
土
例
が
検

出
さ
れ
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
〈産
育
呪
符
習
俗
〉
と
そ
の
遺
物

（呪
符
）

の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

〈産
育
呪
符
習
俗
〉
の
存
否
を
問
う
以
前
に
、
す
で
に
触
れ
た
『
警
略
抄
』

の
四
つ
の
呪
符
の
ほ
と
ん
ど
は

「呑
レ
之
」
「焼
作
灰

（服
用
と

と
い
う
状
況

下
に
あ
っ
た
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。



第
二
章
　
い
ま
に
息
づ
く
古
代

。
中
世
の

ま
じ
な
い
習
俗
―
―
形
代
の
諸
相
―
―

〈
ま
じ
な
い
習
俗
〉
の
中
で
人
形
代
は
、
す
で
に
多
く
の
先
学
諸
氏
に
よ
っ

て
提
示
さ
れ
て
か
ら
久
し
い
が
、
人
形
代
の
祈
願
内
容
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
た

多
く
は
大
祓
に
み
る
人
形
代
の
習
俗
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
、
人
形
代
―
大
祓
の

関
連
づ
け
に
よ
っ
て

〈
罪

・
稜
〉
を

〈祓
う
〉
と
い
う
意
味
づ
け
が
人
形
代
に

与
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
人
形
代
に
は

〈
罪

・
機
〉
を
〈祓
う
〉
べ
き

〈
ま

じ
な
い
習
俗
〉
の
祭
具
と
の
み
限
定
し
得
な
い
。
こ
の
こ
と
を
視
野
に
お
き
な

が
ら
、
人
形
代
の
祈
願
様
相
を
想
定
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
、
ほ
か

の
形
代
も
〈
い
ま
に
息
づ
く
ま
じ
な
い
冒
俗
〉
と
し
て
把
握
し
な
が
ら
、
古
代
。

中
世
に
お
け
る
形
代
の
遺
物
や
貴
族

・
公
家
の
日
記

。
記
録
に
表
わ
れ
る
祈
願

習
俗
の
内
容
が
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。
さ
ら
に
、
形
代
と
と
も
に
検
出
さ
れ
る
斎
串
に
つ
い
て
も
若
干
触
れ

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

①
　
人
形
代
祈
願
習
俗
の
諸
様
相

現
代
社
会
で
息
づ
く
形
代
の
習
俗
で
人
形
代
を
用
い
る
夏
越
祓
い
の
行
事
が

衆
知
さ
れ
て
い
る
。
六
月
末
に
神
社
で

「茅
輪
く
ぐ
り
」
と
か
、
「夏
越
祓
い
」

と
呼
ば
れ
る
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
神
社
で
分
与
さ
れ
る
紙
の
人
形
代
で
患

部
を
撫
で
る
と
治
る
と
い
わ
れ
て
き
た
夏
越
祓
い
は
、
日
本
各
地
の
村
や
町
の

神
社
や
夫
社
と
称
さ
れ
る
神
社
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
寺
院
で
は
、
夏
越
祓

い

（茅
輪
く
ぐ
り
）
と
い
わ
ず
に

「解
除
会
」
と
称
さ
れ
、
六
月
末

（奈
良

・

東
大
寺
で
は
七
月
末
）
に
お
こ
な
う
。

夏
越
祓
い
で
用
い
ら
れ
る
人
形
代
は
、
病
気

（疫
病
）
除
け
祈
願
の
た
め
の

も
の
で
あ
る
。
夏
越
祓
い
は
、
六
月
の
大
祓
と
称
さ
れ
て
い
た
時
期
か
ら
同
様

の
祈
願
内
容
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
、
我
が
身
の

〈罪

。
稜
〉
を

〈祓
う
〉
こ
と

に
よ
っ
て
新
し
い
生
気
＝
活
力
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
想
い
が
、
度
病
平
癒

に
繋

っ
て
き
た
と
い
え
る
。

夏
越
祓
い
と
同
様
に
行
事
に
用
い
ら
れ
る
人
形
代
を
挙
げ
る
と
、
長
野

・
北

安
曇
地
方
に
み
ら
れ
る
七
夕
の
笹
に
吊
ら
れ
る
男
女
の
紙
人
形
、
岩
手

。
北
上

地
方
で
用
い
ら
れ
る

「疫
病
除
」
の
紙
旗
を
背
負

っ
た
藁
人
形

（二
月
八
日
に

戸
口
に
立
て
続
一

長
崎

・
壱
岐
地
方
や
愛
知

。
中
島
地
方
な
ど
各
地
に
み
え

る
虫
送
り
の
藁
人
形

（実
盛
人
形
と
か
、
実
盛
さ
ん
と
呼
ぶ
）
、
滋
賀

・
老
杉

神
社
の
オ
コ
ナ
イ
に
用
い
ら
れ
て
祀
ら
れ
る
枝
木
の
人
形
、
三
重

。
伊
賀
地
方

や
阿
山
地
方
に
み
る
山
の
神
祭
り
の
供
物
で
あ
る
股
木
人
物
ド
そ
し
て
大
阪

・

布
施
地
域
や
静
岡

・
浜
地
方
に
あ

っ
た
風
（風
邪
）
神
送
り
、
厄
病
神
送
り
の
藁

人
形
な
蒟
）
藁

・
紙

。
木
を
聞
わ
ず
人
形
代
は
、
き
ま
ざ
ま
な
行
事
や
治
癒
に

用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
人
形
代
を
機
能
、
つ
ま
り
祈
願
内
容
ご
と
に
分
け
る
と
次
の
よ
う

に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、



いまに息づく呪符・形代の習俗

①
罪

・
機
の
祓
と
疫
病
平
癒

（日
本
各
地
の
夏
越
祓
い
▽
奈
良

・
石
上
神
宮
、
大

阪

・
石
切
神
社
、
京
都

・
八
坂
神
社
、
三
重

。
若
宮
神
社
、
他
）

②
疫
病

（病
気
）
平
癒
（北
上
地
方
の
二
月
八
日
の
行
事
、
布
施
地
域
の
風
送
り
、

浜
地
方
の
厄
病
神
送
り
、
他
）

③
農
耕
の
五
穀
豊
穣
と
害
虫
除
け
（中
島
地
方
の
虫
送
り
、
壱
岐
地
方
の
虫
送
り
、

奈
良

・
都
溺
地
方
の
虫
送
り
、
老
杉
神
社
の
オ
コ
ナ
イ
、
他
）

④
山
林
災
難
除
け
（伊
賀
地
方

・
阿
山
地
方
の
山
の
神
祭
り
、
他
）

⑤
男
女
縁
結
び

（北
安
曇
地
方
の
七
夕
。
こ
れ
以
外
に
同
地
方
の
「道
陸
神
」
の
祭

に
捧
げ
る
男
女
の
人
形
代
、
他
）

こ
れ
ら
以
外
に
も
人
形
代
状
の
も
の
を
つ
く
る
習
俗
と
し
て
葬
祭
に
み
る
人

形
斜

（四
十
九
日
の
笠
餅
）
が
あ
る
。
四
十
九
日

（七
七
日
）
の
満
中
陰
に
四

十
九
個
の
餅

（ま
た
は
日
子
）
に
被
せ
る
笠
餅
を
人
形
に
冴
る
の
で
あ
る
。
便

宜
上
、
葬
祭
に
か
か
わ
る
人
形
代
と
項
目
を
加
え
て
、
節
を
改
め
て
検
討
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

大
雑
把
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
現
代
社
会
で
息
づ
く

〈
人
形
代
の
習
俗
〉
の

諸
様
相
で
あ
る
。
し
か
し
、
歴
史
的
経
緯
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
。
習
俗
調
査
に
お
け
る
現
状
把
握
は
、
す
で
に
述
べ
た
各
種
の
人
形
代
の
諸

相
に
よ

っ
て
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
現
状
把
握
か
ら

一
歩
前
進
し
て
、
歴
史
的

経
緯
や
文
化
事
象
と
し
て

〈
人
形
代
の
習
俗
〉
を
把
握
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

＊
　

〈
罪

・
機
〉
を
祓
う
べ
き
行
事
習
俗
で
あ
る
大
祓
が
古
代
貴
族
社
会
で
お

こ
な
わ
れ
、
撫
物
と
し
て
人
形
代
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
さ

れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
大
祓
―
人
形
代
に
か
か
わ
る
い
く
つ
か
の
論
考
が

あ
り
、
大
祓
の
人
形
代
習
俗
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
諸
論
考
の
基
本
史

料
は

『
延
喜
式
』
の
人
形
代
の
記
載
で
あ
り
、
古
代
都
城
遺
跡
な
ど
か
ら
出

土
す
る
各
種
規
模
の
人
形
代
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
大
祓
に
お
け
る
人
形
代
習
俗
が
古
代
以
来
の
行
事
習
俗
で
あ
る

こ
と
は
、
周
知
の
事
実
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
大
祓
―
人
形

代
に
か
か
わ
る
検
討
を
控
え
、
諸
論
考
の
論
旨
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。
同

様
に
疫
病

（病
気
）
平
癒
を
祈
願
す
べ
き
人
形
代
に
つ
い
て
も
古
代
以
来
の

習
俗
で
あ
り
、
す
で
に
人
形
代
状
呪
符
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
の
で
詳
し
く
述

べ
る
こ
と
を
差
し
控
え
た
い
。

た
だ
、
古
代
に
お
い
て
、
疫
病

（病
気
）
が
流
行
し
多
く
の
人
び
と
が
死

亡
し
た
記
載
は
、
『
日
本
書
紀
』
ｅ
本神
天
皇
五
年
の
条
に

「國
内
多
疾
疫
民

有
死
亡
者
且
大
半
尖
」
と
い
う
文
言
）
、
『
古
事
記
』
（崇
神
天
皇
の
条
に
「此

天
皇
之
御
世
疫
病
多
起
。
人
民
死
舟
蓋
」
と
い
う
文
言
）
、
『
類
乗
國
史
』
（天

長
六

〔八
二
九
〕
年
四
月
十
七
日
の
条
に

「如
聞
諸
國
、
頃
日
、
疫
病
間
癸
、

百
姓
夭
死
」
と
い
う
文
言
）
、
そ
し
て

『
日
本
紀
略
』
（寛
仁
元

〔
一
〇
一
七
〕

年
六
月
二
十
三
日
の
条
に

「公
家
舟
疾
疫
書
痛
壽
命
経
、
嘱

一
千
口
僧
、
於

大
極
殿
、
彼
供
養
韓
讀
之
」
と
い
う
文
言
）
な
ど
に
疫
病
の
記
載
が
み
ら
れ

る
が
、
「疫
病
」
「疫
疾
」
そ
れ
自
体
の
病
名
は
明
確
で
は
な
い
。

し
か
し
、
二貝
族
や
公
家
の
日
記
を
み
る
か
ぎ
り
、
「赤
斑
盾
」
「痘
着
」
「疱

着
」

「水
痘
」
と
い
う
記
載
が
大
半
で
あ
る

（『左
経
記
』
易
賛

諄
軋
期
イ



『水
左
紀
』
〔琢裸
卵眸
軋期く
『中
右
記
』
〔競冊
北眸
叶短｝
『台
記
』
〔徐
離た

時知イ
『明
月
記
』
霊
船
嵯籍イ
『師
守
記
』
願
卵
に舛細イ
そ
し
て
『建
内

記
』
〔義せ
初昨
娃紳〕
な
ど
に
み
え
、
枚
挙
に
遵
が
な
い
）。

こ
の
所
謂
「疱
湾
（痘
着
と
だ
け
が
、疫
疾
・疫
病
で
は
な
く
、
「咳
病
」

６
台
記
』
霰
眩
嫉篭
、
露
口妻
鏡
』
鍛
樋
′ヽ一眸
如毯
に
み
え
る
）、
「痢
病
」

３
吾
妻
鏡
』
〔‡器主昨
啄期〕
に
記
載
さ
れ
て
い
る
）
な
ど
も
あ
った
こ
と
が

わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
貴
族
や
公
家
の
日
記
を
み
る
か
ぎ
り
、
「疱
病

（痘
盾
と

が

主
な
疫
病
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。　
し
か
し
、　
こ
の
疫
病
に
対
し
て
、
「大

般
若
経
韓
讃
」
〔輸醐つ解
羅
羅
イ
「奉
幣
」
〔輸醜つ那
脇
羅
く
「八
萬
四
千

石
塔
建
立
」
〔輛醜ω弼
雄
羅
〕な
ど
と
と
も
に
、
「四
角
四
堺
祭
」
〔軽
群
務
取

」叶細イ
「修
如
法
北
斗
法
」
〔聟
締
鰹
砂躯甕
こ
、
そ
し
て
「仁
王
経
、
最

勝
王
経
韓
言
」
箱
響
蛛
一』酔躯籍
至
な
ど
が
お
こ
な
か
れ
た
が
、
そ
こ
に
は

〈ま
じ
な
い
習
俗
〉
の
存
在
を
示
す
記
載
は
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
現
実
に
は
奈
良
時
代
後
半
の
疫
病
平
癒
祈
願
の
人
形
代
や
鎌
倉
時

代
後
半
の
眼
病

（病
む
眼
）
平
癒
祈
願
呪
符
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
か
ぎ
り
、

疫
病
平
癒
祈
願
の
人
形
代
の
存
在
を
否
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
も
し

れ
な
い
。

次
に
農
耕
、
と
り
わ
け
五
穀
豊
穣
と
害
虫
除
け
に
伴
な

っ
た
人
形
代
に
つ

い
て
は
、
出
土
例
も
記
録

・
史
料
も
皆
無
に
等
し
い
。　
た
だ
、
『
延
喜
式
』

（陰
陽
寮
、
内
匠
寮
）
に
み
え
る

「九
土
牛
童
子
等
像
。
購
紳
。大
寒
之
日
前

夜
半
時
立
於
諸
門
。
（諸
門
の
割
註
略
こ

「大
寒
日
立
諸
門
土
偶
人
十
二
枚
。

勢
臨
。土
年
十
二
頭
路
読
庄
択
。」
と
い
う
文
言
に
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

大
寒
の
日
前
夜
に
「土
偶
人
十
二
枚
」
「土
牛
十
二
頭
」
が
官
城
諸
門
に
立
て

ら
れ
て
、
そ
の
年
の
五
穀
豊
穣
祈
願
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
知
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
人
形
代
を
用
い
た

〈
ま
じ
な
い
習
俗
〉
は
、
現
今
の
虫
送

り
の
行
事
習
谷
に
繋
が
っ
て
い
か
な
い

（虫
送
り
、
つ
ま
り
害
虫
除
け
に
つ

い
て
の
記
録
は
あ
る
が
、
人
形
代
と
結
び
つ
か
な
い
）
。

古
代
の
大
寒
日
の

〈
人
形
代
の
ま
じ
な
い
習
俗
〉
は
後
世
に
は
伝
承
さ
れ
る
行
事
習
俗
と
は
な

ら
ず
、
新
し
く
生
成
さ
れ
た
虫
送
り
行
事
と
人
形
代

（そ
れ
も
藁
人
形
）
の

融
合
し
た
習
俗
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
想
定
し
得
る
。
し
か
し
、
こ
の

農
耕
、
と
く
に
五
穀
豊
穣
祈
願
の
人
形
代
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
継
続
し
て

検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
山
の
神
祭
り
の
行

事
習
俗
と
か
か
わ
る
人
形
代
に
つ
い
て
も
、
現
段
階
で
は
古
代

。
中
世
に
ま

で
繋
が
っ
て
い
く
出
土
例

（資
料
）
や
記
録

・
史
料
は
皆
無
で
あ
る
。
こ
の

山
の
神
祭
り
と
人
形
代
と
が
結
び
つ
い
た
習
俗
は
、
き
き
の
農
耕

（五
穀
豊

穣
祈
願
）
の
行
事
習
俗
と
結
び
つ
い
た
人
形
代
の
習
俗
と
同
様
に
、
地
域
に

よ
っ
て
は
農
耕
具
や
山
道
具
の
形
代
と
か
か
わ
る
場
合
が
あ
り
、
形
代
の
諸

相
と
の
結
び
つ
き
を
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
山
の
神
祭
り
は
古
代
以
降
、
現
代
社
会

へ
と
伝
承
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
古
代
に
お
け
る
山
の
神
祭
り
は
、
『
延
喜
式
』

（神
祗

・
臨
時
祭
）
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
人
形
代
や
陽
物
な
ど
を



祭
具
に
用
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
書

「臨
時
祭
」
の

「造

遣
唐
使
舶
木
雲
弄
山
神
祭
」
に
は
、
「五
色
玉
」

「金
作
鈴
」

「鏡
」
な
ど
が

祭
具
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
山
の
神
と
形
代
の
諸
相
が
結
び
つ

ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る

（山
の
神
と
人
形
代
や
他
の
形
代

と
の
繋
り
は
、
い
が
い
に
新
し
い
時
期

（近
世
か
）
か
も
し
れ
な
い
）
。

で
は
、
次
に
男
女
縁
結
び
と
人
形
代
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
触
れ
る
こ

と

に
し

よ
】つ
。

男
女
縁
結
び
の
祈
願
に
人
形
代
が
か
か
わ
る
事
象
は
、
中
世
後
半
の

『
夫

婦
和
合
祭
文
』
に
も
み
ら
れ
、
直
接

・
間
接
を
聞
わ
ず
、
こ
の
祭
文
に
み
る

人
形
代
を
用
い
た
和
合
祈
願
習
俗
と
繋

っ
て
い
く
も
の
と
想
定
し
得
る
。
す

な
わ
ち
、
康
暦
三

（
〓
二
八
こ

年
二
月
十
三
日
付
の

『
夫
婦
和
合
祭
文
』
に

「祗
三
帖
三
種
人
形
各
二
枚
　
責
皮
　
鹿
皮
」
「子
須
毛
知
木
面
合
而
可
祭
之
、

而
然
後
以
各
人
形
　
以

一
枚
ツ
ｋ
フ
和
合
人
為
陰
之
処
而
立
」
と
あ
り

３
離

別
祭
文
』
に
も
人
形
代
を
用
い
る
）
、
和
合

（縁
結
び
）
祈
願
に
伴
な
う
人
形

代
の
存
在
が
窺
え
る
。
た
だ
、
こ
の
前
後
の
和
合

（縁
結
び
）
祈
願
と
人
形

代
に
関
連
す
る
記
録

・
史
料
は
検
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
室
町
時
代
以
後
の

人
形
代
と
繋
が
る
祈
願
習
俗
か
も
し
れ
な
い
。

①
　
呪
阻
―
―
」
い
の
人
形
代
―
‐

古
く
か
ら

「丑
の
刻
参
り
」
と
い
う
言
美
を
よ
く
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
時
刻
に
自
裳
装
で
、
額
に
は
ロ
ウ
ソ
ク
を
固
定
さ
せ
る
た
め
鉢
巻
を
し
、

右
手
に
木
槌
、
左
手
に
藁
人
形

（人
形
代
）
を
持

っ
て
人
を
呪
う
姿
は
、
習
俗

伝
承
に
埋
没
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
、
現
代
社
会
に
お
い
て
も
、
人

び
と
が
生
活
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
「丑
の
刻
参
り
」
の
呪
い
の
人
形
代
は
現
存

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

現
実
に
丑
の
刻
参
り
に
用
い
た
藁
人
形
が
神
社
の
境
内
の
奥
深
く
林
の
樹
木

に
打
ち
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
を
み
た
人
の
話
を
よ
く
聴
く
。
京
都

・
木
津
に
あ

る
神
社
で
、
四

・
五
年
程
前
に
あ
っ
た
出
来
事
で
あ
る
。
同
様
な
事
象
は
、
京

都

。
加
茂
の
或
る
真
宗
寺
院
の
境
内
の
樹
木
に
あ

っ
た
と
い
う
。
こ
の
習
俗
は

直
接
聴
い
た
話
で
あ
る
。

呪
い
の
人
形
代
の
話
は
習
俗
調
査
で
聴
く
と
い
う
が
、
現
実
に
習
俗
調
査
報

文
で
は
ほ
と
ん
ど
見
た
こ
と
が
な
い
。
ま
れ
に
そ
の
調
査
報
文
や
呪
い
の
藁
人

形
の
写
真
を
見
る
こ
と
が
あ
る
。　
そ
の
一
事
例
を
挙
げ
る
と
、
『
日
本
の
民
俗

愛
知
』
で
名
古
屋
市
域
の
夫
婦
白
龍
明
神
の
樹
木
に
藁
人
形
が
二
つ
打
ち
つ

け
ら
れ
て
い
る
の
を
紹
介
し
て
い
る
。

樹
木
に
呪
い
の
藁
人
形
が
打
ち
つ
け
て
あ
る
と
い
う
習
俗
の
伝
承
は
、
町
・村

を
と
わ
ず
現
存
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。　
人
が
人
を
呪
う
姿
は
、
〈憎

悪
〉
を
具
現
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
呪
わ
れ
る
側
も
感
じ
る
が
ゆ
え
に

「呪
咀

返
し
」
と
い
う

〈
ま
じ
な
い
〉
が
あ
る
。
こ
の

〈
呪
い
の
人
形
代
の
習
俗
〉
は
、

近
年
に
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
古
く
古
代
に
ま
で
遡
る
。
ま
た
、
中
国

で
は
漢
代
に
す
で
に
「桐
人

（人
形
代
ご
を
用
い
て
呪
咀
し
て
い
た
こ
と
が
『
漢

垂
屋

に
よ
っ
て
窺
え
る
。
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現
代
社
会
の

〈
憎
悪
〉
の
極
り
が
、
呪
い
の
藁
人
形
を
息
づ
か
せ
、
身
近
な

と
こ
ろ
で

〈
丑
の
刻
参
り
の
呪
い
の
人
形
代
の
習
俗
〉
が
潜
ん
で
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

＊
　
呪
い
の
人
形
代
の
習
俗
、
つ
ま
り
丑
の
刻
参
り
を
表
わ
す
姿
が
描
か
れ
て

い
る
安
土

・
桃
山
時
代
の
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る

『
多
賀
参
詣
曼
茶
羅
』
は

周
知
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
呪
い
の
人
形
代
の
実
態
が
窺
え
る
の

で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
以
前
に
遡
り
得
な
か
っ
た
。
だ
が
、
平
城
京
跡
か
ら

二
つ
の
呪
い
の
人
形
代
が
出
土
し
、
実
態
と
し
て
の

〈
呪
咀
―
呪
い
の
人
形

代
の
習
俗
〉
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
呪
う
べ
き
相
手
の
氏
名

３
坂
部
秋

□
し

を
書
き
、
眼
と
胸
の
部
分
に
木
釘
が
打
た
れ
た
人
形
代
、
呪
う
べ
き

相
手
は
不
明
で
あ
る
が
、
胸
の
部
分
に
鉄
釘
が
打
た
れ
た
人
形
代
が
そ
れ
ら

で
あ
る
。

奈
良
時
代
の
呪
い
の
人
形
代
の
習
俗
は
、
「及
造
二符
書
児
訟
「
欲
二
以
欽
ラ

人
者
。
各
以
謀
欽
論
。
減
二
一寺
ど

云
々
と
い
う

「賊
盗
律
」
の
記
載
、
さ

ら
に
長
屋
王
の
左
道
Ｈ
呪
Ｌ
の
事
変
の

『
績
日
本
紀
』
の

「左
大
臣
正
三
位

長
屋
王
私
學
左
道
」
云
々
と
い
う
文
言
な
ど
に
み
る
呪
阻
の
記
録
以
後
、
今

日
ま
で
呪
阻
に
か
か
わ
る
片
鱗
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
言

い
換
え
る
と
、
奈
良
時
代
以
後
、
平
安
、
鎌
倉
、
室
町
、
安
土
桃
山
時
代
を

経
て
現
代
ま
で
の
呪
咀
の
足
ど
り
は
、
出
土
遺
物
や
史
料

（記
録
）
か
ら
窺

え
な
い
。

た
だ
、
呪
阻
そ
の
も
の
の
実
態
は
明
確
に
し
が
た
い
が
、

「呪
咀
」
云
々

と
い
う
文
言
は
、
奈
良
時
代
以
降
の
い
く
つ
か
の
史
料
に
み
え
る
。
そ
の
一
。

二
例
を
挙
げ
る
と
、
『
中
右
記
』
の
永
久
二
全

一
一
四
）年
四
月
十
日
の
条
の

「明
兼
来
、
申
金
物
盗
三
人
揚
取
之
由
、
此
次
先
日
呪
阻
者
二
人
」
云
々
と

い
う
文
言
、
宝
治
二
（
〓
一四
八
）
年
五
月
十
六
日
付

（力
）
の
「開
東
下
知
状
」

の

「奉
咀
開
東
之
上
、
妙
念
祖
候
按
察
家
鵬
親
之
間
、
致
京
方
早
一ム
々
、
如
妙

念
陳
者
、
云
京
方
、
云
奉
呪
阻
関
東
事
、
共
以
無
賞
也
」
云
々
と
い
う
記
載

が
そ
れ
で
あ
崎
ド
平
安
時
代
と
鎌
倉
時
代
の

〈
呪
い
〉
の
一
端
を
窺
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

だ
が
、
さ
き
に
触
れ
た
と
お
り
、
こ
の

〈
呪
い

（呪
咀
し

が
人
形
を
伴
な

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
史
料
に
表
わ
れ
た

〈
呪
い

（呪

咀
し

の
実
態
把
握
は
、
今
後
の
詳
細
な
史
料
の
検
討
に
待
つ
べ
き
か
も
し
れ

な
い
。

①
　
葬
祭
に
伴
な
う
人
形
代
の
習
谷

今
日
、
伝
承
さ
れ
て
い
る
葬
祭
儀
礼
の
習
俗
に
、
〈
ま
じ
な
い
習
俗
〉
が
か

か
わ

っ
て
い
る
も
の
は
少
な
く
な
い
。
死
者
の
胸
元
に
お
く
短
刀
、
葬
送
時
の

藁
草
履
、
葬
送
当
日
か
ら
戸
口
に
貼
り
つ
け
ら
れ
る
門
位
牌

（前
述
）
、
そ
し

て
す
で
に
触
れ
た
四
十
九
日

（七
七
日
）
の
当
日
つ
く
る
笠
鮮
を
人
形
に
切

っ

て
食
べ
る
所
謂

「人
形
鉾
」
な
ど
が
あ
り
、
門
位
牌
の
習
俗
を
除
い
て
衆
知
さ

れ
て
い
る
伝
承
習
俗
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
葬
祭
と
か
か
わ
る
人
形
代
は
、
〈
人

形
書
の
習
俗
〉
だ
け
で
あ
り
、
葬
送
に
関
す
る
習
俗
の
調
査
報
文
か
ら
は
こ
れ
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＊
 な

わ
ち
、
『
長
秋
記
』
の
元
永
二
（
一

―
一
九
）
年
十
二
月
四
日
の
条
に
、
「
大

し
か
し
、
平
安
時
代
後
半
の
記
録
・
史
料
、
と
り
わ
け
貴
族
の
日
記
か
ら
、

語
』
な
ど
か
ら
）

か
ら
は
窺
え
な
い
。

土
記
』
、

『
日
本
霊
異
記
』
、
『
延
喜
式
』
、

『
績
日
本
紀
』
、

の
出
土
資
料
や
記
録
・
史
料
は
ほ
と
ん
ど
提
示
し
得
な
い
。

た
だ
、

し
た
が
っ
て
、

現
段
階
で
は
、

〈
人
形
餅
の
習
俗
〉
を
含
め
て
葬
祭
に
か
か

で
遡
り
得
る
も
の
か
も
明
確
で
は
な
い

以
外
抽
出
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
の
〈
人
形
餅
の
習
俗
〉
の
伝
承
が
い
つ
頃
ま

（
実
際
、
明
治
四

0
年
代
生
ま
れ
の
古

老
に
聴
き
取
っ
た
折
に
古
老
の
親
か
ら
の
伝
承
習
俗
で
あ
る
と
す
る
か
ぎ
り
、

幕
末
か
、
明
治
初
期
に
こ
の
習
俗
を
位
置
づ
け
で
き
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
〈
人

形
餅
の
習
俗
〉
が
存
在
し
て
い
た
か
、
否
か
は
、
当
然
確
認
し
が
た
い
）
。

わ
る
人
形
代
の
習
俗
の
形
成
時
期
や
そ
の
展
開
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
皆
無
に
等

し
い
と
い
え
よ
う
。
言
い
換
え
る
と
、
こ
こ
で
は
、
葬
祭
に
か
か
わ
る
人
形
代

「
呪
文
と

(31) 

呪

符

呪

い

、
そ
の
信
仰
の
世
界
と
系
譜
」
で
若
干
触
れ
て
お
い
た
が
、
葬

＊
 

送
時
に
人
形
代
を
用
い
て
い
た
事
実
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
今
後
、
こ
の
よ

う
な
事
実
が
記
録
。
史
料
や
出
土
資
料
か
ら
確
認
で
き
れ
ば
と
考
え
る
。

葬
祭
と
か
か
わ
る
人
形
代
の
習
俗
は
、
奈
良
時
代
前
後
の
記
録
・
史
料
（
『
風

そ
し
て
『
今
昔
物

〈
葬
祭
に
伴
な
う
人
形
代
の
習
俗
〉
の
存
在
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
す

略
如
常
、
女
御
殿
、
中
納
言
殿
、
姫
宮
、
祠
師
君
、
此
人
々
形
代
入
御
棺
云

々
」
と
い
う
記
載
が
そ
れ
で
あ
る
。

年
七
月
八
日
の
条
に
、
「
今
夜
御
葬
送
也
、
ま
た
、
同
日
記
の
大
治
四
(
-
―
二
九
）

御
形
代
可
令
進
者
、
宮
中
無
知

四
神
の
依
代
ー
削
り
花
と
斎
串
と
水
口
祭
I

入
御
棺
也
、

志
只
質
父
子
也
」
と
い
う
文
言
が
そ
れ
で
あ
る

而
不
令
申
左
右
如
何
、

（
下
略
。
「
人
形
」
云
々
と
続
く
が
割
愛
す
る
）
」
と
あ
り
、

案
内
之
人
、
（
中
略
）
、
作
黄
辟
杢
五
寸
人
形
一
、
以
立
紙
二
枚
裏
是
、
（
中
略
）
、

於
御
形
代
懸
御
氣
後
、
可
被
奉
送
也
、
（
中
略
）
、
御
棺
入
御
形
代
之
由
聞
食
、

葬
送
の
入
棺
の
折
に
「
形
代
（
人
形
）
」
を
入
れ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に

「
是
以
人
形
替
自
身
也
、
愈
解
除
心
也
」
と
い
う
文
言
（
割
愛
部
分
）
か
ら
、

「
人
形
代
」
を
用
い
る
理
由
と
は
、
葬
送
に
参
列
し
た
自
分
自
身
の
身
替
り

で
あ
り
、
解
除
の
心
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
窺
え
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
同
時
期
の
『
中
右
記
』
に
も
葬
送
に
か
か
わ
る
人
形
代
の
記
載
が

あ
り
、
入
棺
に
際
し
て
「
人
形
」
を
入
れ
た
こ
と
が
窺
え
、
こ
の
時
期
の
〈
葬

送
に
伴
な
う
人
形
代
の
習
俗
〉
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
一
例
を
掲

げ
る
と
、
同
日
記
の
大
治
二
（
―
-
―
-
七
）
年
八
月
十
五
日
の
条
に
、
「
人
形
欲

（
大
治
四
〔
一

―
二
九
〕
年
七
月
十
五
日
の
条
に
も
「
宮
々
人
形
被
入
御
棺
云
々
」
「
新
院
ハ

不
被
入
云
々
、
是
子
拉
兄
弟
ハ
必
入
也
、
孫
者
不
入
之
由
」
と
あ
る
）
。
ま
た
、

こ
の
葬
送
に
は
「
陰
陽
師
」
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
も
同
日
記
か
ら
窺
え
る
。

こ
の
よ
う
に
平
安
時
代
後
半
の
葬
祭
に
か
か
わ
る
人
形
代
（
入
棺
）
習
俗

は
、
そ
の
後
の
記
録
・
史
料
に
は
み
え
な
い
が
、
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

山
の
神
祭
り
に
捧
げ
ら
れ
る
男
根
（
陽
物
）
と
と
も
に
削
り
花
（
ケ
ズ
リ
バ

ナ
。
ケ
ズ
リ
カ
ケ
と
も
呼
ぶ
）

は
、
奈
良
県
か
ら
一
二
重
県
に
か
け
て
み
ら
れ
る
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習
俗
で
あ
る

（奈
良

・
下
北
山
地
方
、
三
重

・
熊
野
地
方
）
（写
真
⑥
参
照
）。
ま

た
、
近
畿
圏
外
で
は
、
北
海
道
の
ア
イ
ヌ
の
儀
式
習
谷
や
東
北
地
方
の
正
月
行

事
習
谷
な
ど
に
も
削
り
花
が
用
い
ら
れ
る
。
今
日
で
は
、
こ
の
削
り
花
も
ほ
と

ん
ど
山
の
神
祭
り
や
正
月
行
事
な
ど
に
祭
具
と
し
て
用
い
ら
れ
な
く
な

っ
て
き

た
と
い
う
。

削
り
花
は
、
〈
神
の
依
代
〉
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
祝
祭
に
用
い
ら
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。　
そ
し
て
、
〈
神
の
依
代
〉
と
い
う
解
釈
で
、

平
城
京
跡
や
平
安
京

跡
な
ど
の
都
城
遺
跡
を
は
じ
め
、
各
地
の
古
代
遺
跡
か
ら
出
上
し
た

「斎
串
」

が
比
定
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
削
り
花
＝
斎
串
と
い
う
理
解
は
定
着
し
た
と

は
い
い
が
た
い
よ
う
で
あ
る
。

削
り
花
は
、
『
延
喜
式
』
の
図
書
寮
の

「御
佛
名
装
東
」
の
項
に
、
「菊
削
花

二
枚
立
嬬
純
節
賂
灘
と

と
み
え
、
古
代
か
ら

「削
花
」
と
い
う
名
称
で
把
握
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
同
様
に

『
古
今
和
歌
集
』
の
物
名
部
に
、
コ
一

条
后
春
官
の
み
や
す
む
所
と
申
け
る
時
に
、
め
ど
に
け
づ
り
花
さ
せ
り
け
る
を

ま
ま
せ
給
ひ
け
る
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「け
づ
り
花
」
と
い
う

呼
称
が
古
代
に
確
か
に
存
在
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

一
方
、
「斎
串
」
腫
ド

す
で
に

『
万
葉
集
』

公
二
３２２９
）
に
、
「和
頭
≫
て
枠
澤

坐す
ゑ
荘
る
弼
主め部し
の
設
華ず
の
ミ
蒔
見
れ
ば
戎
し
も
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、

平
安
時
代
後
半
の

『
散
木
奇
歌
集
』
の
「夏
五
月
」
の
項
の
、
「百
首
歌
中
に
早

苗
を
」
と
い
う
和
歌
に
、
「初
苗
に
う
づ
の
た
ま
く
を
と
り
そ
へ
て
い
ぐ
し
ま

つ
ら
む
年
作
り
え
に
」
と
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
早
苗
―
斎
串
の
か
か
わ
り

が
窺
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
和
歌
を
評
注
し
た
同
時
期
の
『散
木
集
注
』
の
「早

苗
」
の
項
に
、

「初
苗
に
う
づ
の
た
ま
ｋ
を
」
云
々
と
い
う
和
歌
は
、
さ
き
に

触
れ
た
万
葉
集
歌
を
想
い
な
が
ら
詠
ん
だ
も
の
だ
と
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
平
安
時
代
末
の

『
文
治
六
年
女
御
入
内
御
屏
風
和
歌
』
に
、

「苗
代

の
み
な
□
ま
つ
り
い
く
し
た
て
　
急
げ
や
編
琵
の
て
ま
は
な
く
と
も
」
と
詠
ん

だ
和
歌
が
あ
り
、
苗
代

（水
口
祭
）
―
斎
串
の
か
か
わ
り
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

同
様
な
状
況
を
明
示
す
る
和
歌
が

『
舟
忠
朝
臣
家
百
首
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「早
苗
と
る
か
と
た
の
庵
に
い
く
し
た
て
　
み
な
く
ち
ま

つ
り
急

ぐ
賤
の
を
」
と
詠
じ
ら
れ
た
和
歌
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

「斎
串
」
に
お
い
て
も
、
古
代
以
来

「
い
ぐ
し
」
の
名
称
が
存

在
し
、
「
い
ぐ
し
」
が
い
か
な
る
も
の
か
が
観
念
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
「削
り
花
」
と

「斎
串
」
は
別
個
の
存
在
の
も
の
で
あ
る
こ
と

が
、
こ
れ
ら
の
記
録

・
史
料
に
よ
っ
て
窺
え
る
。
併
せ
て
、
早
苗
―
苗
代
―
水

口
祭
―
斎
串
の
か
か
わ
り
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
〈
斎
串
〉
は
農
耕
、
そ
れ
も

苗
代
づ
く
り
と
そ
れ
に
関
連
す
る
水
口
祭
と
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る
と
想
定
で

き
よ
う
。
そ
し
て
、
出
土
す
る
数
多
く
の
斎
串
に
は
、
疑
耕

（主
に
苗
代
の
水

口
祭
）
と
か
か
わ
る
も
の
が
あ

っ
た
可
能
性
は
大
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

結

び

に

か

え

て

こ
こ
で
述
べ
た

〈
呪
符

・
形
代
の
習
谷
〉
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
息
づ
い



いまに息づく呪符・形代の習谷

て
い
る
こ
と
を
、
第
十
五
回
木
簡
学
会
で
所
定
の
時
間
内

（実
際
は
三
〇
分
間
を

越
え
た
が
）
で
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
で
は
示
し
得
な
か

っ
た
部
分

（
＊
）
を
つ
け
加
え
て
、
記
録

・
史
料
に
お
け
る
呪
符
の
醸
成
、
形
成
、
展
開
な

ど
の
検
討
を
試
考
し
て
み
た
。

ま
た
、
形
代
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
紹
介
す
る
こ
と
を
割
愛
し
て
し
ま

っ

た
の
で
、
い
ま
に
息
づ
ぐ

〈
形
代
の
習
俗
〉
の
諸
相
を
紹
介
し
な
が
ら
、
現
代

と
古
代

。
中
世
と
の
間
を
埋
め
る
べ
き
記
録

。
史
料
の
抽
出
を
試
み
て
み
た
が
、

充
分
と
は
い
い
が
た
い
。
た
だ
、
形
代
の
出
土
事
例

（資
料
）
と
記
録

・
史
料

が
良
好
に
繋

っ
て
、
古
代

。
中
世
以
降
の
形
代
習
谷
の
実
態
が
語
り
得
た
も
の

（疫
病
平
癒
と
罪

。
機
の
祓
な
ど
）
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
い
ま
に
息
づ
く

〈
ま
じ
な
い
習
俗
〉
の
大
半
は
、
古
代
あ
る
い

は
中
世
社
会
で
実
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
実
態
と
な
る

と
明
確
さ
を
欠
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
の
近
世
社
会
に
お
け
る

〈
ま

じ
な
い
習
俗
の
息
づ
き
〉
は
、
い
ま
だ
充
分
に
研
究
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が

た
い
。
し
た
が

っ
て
、
こ
こ
で
検
討
し
た
い
ま
に
息
づ
く

〈
ま
じ
な
い
習
俗
〉

の
研
究
は
、　
一
つ
の
文
化
事
象
と
捉
え
た
場
合
、
充
分
に
そ
の
実
態
を
提
示
し

得
る
段
階
と
は
い
い
が
た
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
提
示
し
た
呪
符

・
形

代
に
み
る

〈
ま
じ
な
い
習
俗
〉
は
、
そ
の

一
端
で
あ
り
、
出
土
事
例
を
中
心
に

し
た
究
明
、
記
録

。
史
料
を
基
本
に
し
た
考
察
、
さ
ら
に
出
土
事
例
と
記
録

。

史
料
を
併
行
し
た
研
究
が
、
今
後
促
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
も
の
で

あ
る
。

さ
ら
に
、
呪
符

・
形
代
に
伴
な

っ
て
出
土
す
る
斎
串
の
検
討
を
試
み
た
が
、

古
代
に
お
け
る
景
観
の
研
究
に
よ

っ
て
、
水
田

（耕
地
）
、
河
川
、

水
路

（大

溝
）
と
推
察
さ
れ
て
い
る
遺
構
が
実
態
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ

れ
ら
の
遺
構
出
土
の
斎
串
が
御
幣
の
素
型
で
あ
る
も
の
か
、
否
か
も
明
確
に
な

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
を
も

っ
て
結
び
に
か
え
た
い
。

註（１
）

和
歌
森
太
郎

『志
摩
の
民
谷
』
所
収
。

（２
）

す
で
に
実
見
ず
み
で
、
ノ
ッ
ト
正
月
に
用
い
ら
れ
た

「咄
灰
堅
」
呪
符
な
ど
を

い
た
だ
い
た
。

（３
）

第
四
回
中
世
遺
跡
研
究
会

『
中
世
の
呪
術
資
料
』
所
収

（本
文
中
の
各
出
土
資

料
は
同
書
に
よ
る
の
で
、
以
下
同
様
に
て
省
略
。
た
だ
、
本
文
中
に
『木
簡
研
究
』

誌
の
み
明
一不
し
た
）。

（４
）

柴
田
実

「荒
神
和
讃
と
夫
妻
和
合

・
離
別
祭
文
」
翁
中
世
庶
民
信
仰
の
研
究
』

所
収
）。

信
濃
国
分
寺
資
料
館
図
録

『
蘇
民
将
来
符
』
に
よ
る
。

前
掲
書

（図
録
）。

「
風
上
記
」
翁
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
』
２
所
収
）。　
　
　
　
　
　
　
　
一

関
和
彦

「
蘇
民
将
来
考
」

３
風
上
記
研
究
』
１０
所
収
）。
著
者
よ
り
い
た
だ
い

た
同
論
考
は
、
「
蘇
民
解
来
」
の
記
載
に
み
る
娘

一
人
が
生
き
遺
る
も
の
か
、

否

か
と
い
う
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
る
。

前
掲
書

（図
録
）。

中
山
太
郎
編

『
校
註
諸
國
風
俗
間
状
答
』
所
収
。
同
書
の
若
狭
国
の
問
状
答
に

「疫
病
の
事
」
の
項
に

「
疱
塘
に
は
組
屋
六
郎
左
衛
門
と
い
ふ
名
札
を
其
家
よ
り

出
す
」
と
み
え
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６．

（１１
）

同

「蘇
民
将
来
符
」
は
出
土
後
と
保
存
処
理
後
の
二
回
実
見
し
て
い
る
。
処
理
　

２
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後
の
方
が
よ
り
鮮
明
に

「
蘇
」
「
民
」
云
々
と
み
え
る
。

（・２
）

奥
野
義
雄

「
占
い
と
ま
じ
な
い
」
３
考
古
に
よ
る
日
本
史
』
第
十

一
巻
、
特
論

公
表
予
定
）
。

（・３
）

兜
木
正
享
校
註

『
日
蓮
文
集
』
（岩
波
文
庫
本
）
所
収
。

（・４
）

『
元
興
寺
極
楽
坊
総
合
収
蔵
庫

（第

一
収
蔵
庫
）
建
設
報
告
書
』
所
収
。

（・５
）

真
言
宗
長
力
寺
住
職
山
本
宏
道
師
よ
り
聴
き
、
「
覚
書

（控
帖
と

に
み
え
る
門

位
牌
の
記
載
事
項
を
教
示
い
た
だ
い
た
。

（‐６
）

浄
土
宗
念
仏
寺
。

（・７
）

『
日
本
仏
教
民
俗
基
礎
資
料
集
成
』
第
四
巻
所
収
。

（・８
）

同
物
語
の
巻
二
十
六

・
十
二
に
も

「物
忌
」
云
々
と
い
う
記
載
が
あ
る

（角
川

文
庫
本
）。

（・９
）
　

『
修
験
深
秘
行
法
符
児
集
』
に
も
同
じ
甥
符
が
み
え
る
。

（２０
）

真
言
宗
長
福
寺
住
職
上
口
泰
行
師
の
教
示
に
よ
る
。

（２．
）

同

『
日
用
宝
』
に
は
、
夫
婦
和
合
の
呪
符
も
記
載
し
て
あ
る

（『
千
早
赤
阪
村

誌
』
参
照
）。

（２２
）

水
野
正
好

「
ま
じ
な
い
文
化
史
」

翁
星
友
』
第
三
五
号
所
収
）。
同
論
稿
に
胞

衣

（後
産
）
に
か
か
わ
る
記
録

・
史
料
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る

（『
玉
築
』
の
承
元
三

年
五
月
十
五
日
の
条
）。

『
日
本
民
俗
誌
大
系
　
中
部
Ｉ
』
所
収
。

『
日
本
の
民
俗
３
　
岩
手
』
所
収
。

『
日
本
の
民
俗
２３
　
愛
知
』
所
収
。

オ
ヨ
ナ
イ
行
事
と
人
形
代
は
実
見
ず
み
。

『
日
本
の
民
谷
２４
　
一二
重
』
所
収
。

『
日
本
の
民
俗
２７
　
大
阪
』
所
収
。

『
日
本
の
民
俗
２２
　
静
岡
』
所
収
。

（２９
）

柴
田
実
、
前
掲
書
。

（３０
）

『
鎌
倉
遺
文
』
古
文
書
編
第
十
巻
、
第
六
九
六
九
号
文
書
。

（３．
）

『
仏
教
民
俗
学
大
系
８
　
俗
信
と
仏
教
』
所
収
。

奥
野
義
雄
「
神
に
祀
る
人
形
―
―
民
俗
事
例
と
文
献
史
料
を
中
心
に
し
て
―
―
」
翁
文

化
財
學
報
』
第
四
集

〈
奈
良
大
学
文
学
部
文
化
財
学
科
刊
〉
所
収
）。

（３２
）

黒
崎
直

「
斎
串
考
」
翁
古
代
文
化
』
１０

〈
元
興
寺
私
教
民
俗
資
料
研
究
所
（期
覇

祓
鮎
醐
）刊
〉
所
収
）。
同
論
考
は
、
斎
串
に
関
す
る
先
駆
的
な
論
考
で
あ
る
。

〔追
補
〕

本
文
中
で
註
記
し
な
か
っ
た
文
献
史
料
お
よ
び
古
典
文
学
に

つ
い
て
は
、

『断
緬
國
史
大
系
』
、
『
群
書
類
従
』
、
『
績
群
書
類
従
』
、
『
糾
史
料
大
成
』
、
『
史
料
纂

集
』
、
そ
し
て

『
鴻
日
本
古
典
文
学
大
系
』
な
ど
を
主
に
用
い
た
。

な
お
、
呪
符
の
章
で
は
地
鎮
め
、
諸
願
成
就
祈
願
に
か
か
わ
る
呪
符
、
形
代
の
章

で
は
、
陽
物

（男
根
）
形
代
、
馬
形
代
、
牛
形
代
、
身
体

（手

・
足
な
ど
）
形
代
な

ど
に
つ
い
て
は
割
愛
し
た
こ
と
を
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。
後
日
、
機
会
が
あ
れ
ば

検
討
し
た
い
。

（
一
九
九
四
。
八
・
十
七
、
了
）
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① 「咄日天口駒 呪符 (国崎。ノット正月行事に用いるツメ)

③「五大力尊」呪符
(奈良・高取 戸口に貼けて家守 りにする)

263

②「蘇民将来」呪符
(伊勢・志摩地方 シメ飾 り)



一笠幕畔一舛一竹一

ｋ
登
輩
死
一一一
４
■

④ P弓位牌 (物忌札)の記載のある覚帳 (奈良・都祠

⑤「大般若経転読」
呪符

(福井 。小浜

辻に立てるミチキリ)

⑥ 陽物 (男根)と

削り花

(奈良・下北山

山の神祭りの祭具 )




